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午前10時00分開議

○議長（牧永 護君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２０名であり、定足数に達しております。

これより議事日程表第３号により本日の会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第１．一般質問

○議長（牧永 護君） 日程第１、一般質問を行います。

予め申し上げます。一般質問の時間は、質問、答弁を含め、５０分以内となっておりますので

よろしくお願いします。

質問通告者一覧表の順序によりまして、順次登壇をお願いします。

それでは、質問順位に従い、３番、音嶋正吾議員の登壇をお願いします。

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 登壇〕

○議員（３番 音嶋 正吾君） 皆さん、おはようございます。３月のすがすがしい朝を迎えてお

ります。下手な鉄砲も数撃ちゃ当たると申しますが、私も一般質問をぜひともナンバー１でやっ

てみたいと思っておりましたら、念ずれば花開くものでございます。そうした真新しい気持ちで

一般質問に臨みたいと考えております。よろしくお願いをいたします。
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３月と申しますと卒業式のシーズンであります。広報「いき」３月号のトップページには「さ

よなら。そしてありがとう、わが中学校」との見出しのタイトルが連載をされておりました。間

もなく中学校の卒業式がまいります。今年限り廃校となる卒業歌一句を詠んでみました。「冬来

りなば遠からじ」と申します。厳しい冬が来れば春がすぐそばに。人生の厳しい冬もいつまでも

続くわけではなく、希望に満ちた未来がすぐそばに待ち構えている。間もなく卒業式を迎える児

童生徒たちに送ってやりたい心境でございます。一つの歴史が終わりを告げ、新たな歴史を刻む

一歩が始まるんだなあと感慨深く思う次第であります。

それでは通告に従いまして一般質問を行います。

大きくは３項目。

白川政、現任期の最終年度となりますので、実直なる市長の心意気をただしたいと考えており

ます。どうか答弁書に終始目を転じることなく、腹の据わった答弁を期待をいたしております。

よろしくお願いをいたします。

それでは、まず最初に、平成２６年に開催予定であります長崎国体の取り組みについてお尋ね

をいたします。

私が質問を通告するや、この冊子が各議員に配られました。こういうのが先に配られておれば

事細かに聞く必要はなかったのになあという思いであります。

まずはさておいて、「長崎がんばらんば国体」、「君の夢、はばたけ今、ながさきから」をス

ローガンに、オシドリキャラクタ―のがんばくんをマスコットとして４５年ぶりに開催される

２度目の長崎国体まで、あと３年となっております。壱岐市としましても、競技開催地として果

たすべき今後のスケジュール取り組みについてただしたいと考えております。冊子に一部は載っ

ておりますので、骨格で結構でございますのでよろしくお願いいたします。

２点目、国体競技招致は地方再生の起爆剤と位置づけるに値すると考えております。市長の燃

えたぎる熱意はいかに。現在、地域間競争が激化する中、壱岐市の国体を通じての戦略的取り組

みをただしたいと考えております。

３点目、本年４月より壱岐市の新行政組織がスタートいたします。その中で、国体準備室は教

育委員会、社会教育課の下部組織として位置づけされております。戦略的取り組みとして取り組

むためには、早急に市長部局直轄にすべきではないかと提言を申し上げますが、見解をただしま

す。

４点目として、大会の運営業務の分担に関する質問でありますが、現時点で壱岐市がどれほど

の財政負担を要するのか。もし試算金額がございましたら公表願いたい。

以上、４点に関する市長の答弁を求めます。

○議長（牧永 護君） 音嶋議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
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〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おはようございます。本当にすがすがしい天気になりました。きょうは

音嶋議員おっしゃいますように、私も誠心誠意答弁をさせていただきたいと思っております。

まず、１番目の２６年開催の長崎国体の取り組みについて、その大まかなスケジュールという

ことでございますけども、私は前回の長崎国体が昭和４４年、私が高校卒業いたしまして、初め

て社会人となった年でございまして、今、本当に今回壱岐市であるということを２回目経験する

わけでございますけれども、本当に気持ちがはいるといいますか、この取り組みについて頑張ら

なきゃいかないと、いかないかんという気持ちでいっぱいでございます。

まず、壱岐市で開催される競技でございますけども、自転車競技、ロードでございます。それ

からソフトボール成年女子でございますけれども、これが無事終えるということは勿論でござい

ますけれども、市民が一体となって取り組みまして、壱岐市の掲げる「海とみどり、歴史を活か

す癒しの島、壱岐」にふさわしい、魅力あふれる大会として壱岐の開催に満足していただけるよ

うな大会とすることが開催市としての役割であると考えております。

１月２８日に壱岐市国体準備委員会が設立されました。その中に競技委員会、宿泊委員会、運

輸委員会、広報委員会などの専門委員会を立ち上げまして、それぞれの委員会ごとに詳細に計画

を定め、常任委員会で決定して、準備委員会総会で承認を頂くという手順で進めてまいります。

今後のスケジュールといたしましては、平成２４年度までに競技会場の整備や運営体制を確立

し、平成２５年度にリハーサル大会、平成２６年度に本大会となります。リハーサル大会といた

しましてはソフトボール競技が「全日本クラブ女子ソフトボール選手権大会九州地区予選大会」

でございます。自転車競技が「全国都道府県対抗自転車競技大会」を予定しておるところでござ

います。

次に、国体競技招致は地方再生の起爆剤とする絶好のチャンスであると考えるが、壱岐市は戦

略的にどういうふうなことを考えておるのかということでございます。

議員御指摘のように、初めて壱岐市で競技が開催されるわけでございます。いろんな意味で、

これをチャンスととらえて、壱岐市の発展につなげなければならないと考えているところでござ

います。

そこで、大きく次の３点について取り組んでまいります。

まず、１点目といたしましては、まちづくりという視点から、市の体育協会を中心として、あ

らゆる関係団体が一丸となって、大会の成功に向け連携を強める。全市民を巻き込んで、壱岐市

の一体感をさらに醸成するような取り組みといたします。

２点目といたしまして、国家的行事である国体の開催を契機に市民スポーツの環境づくり、指

導者の養成、そしてスポーツに親しむ市民の拡大を図りながら、生涯にわたり気軽にスポーツを
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楽しむ、そういった機運を盛り上げる。市民の体力づくりや健康増進を推進してまいります。

第３点目といたしまして、全国から大会に参加する人々を温かくお迎えし、友情と交流を広げ

るとともに、壱岐市の文化・産業・観光などについて広く全国に情報発信をして、壱岐市の知名

度アップを図っていくということでございます。

次に、組織として国体準備室が教育委員会の社会教育課の下部組織となっている。早急に市長

部局に移すべきであるということでございます。第６９回国民体育大会に関する事務につきまし

ては、ソフトボール競技成年女子、自転車競技の会場として誘致内定したことから、平成２０年

４月に総務部に国体準備室を設置し、２名体制で準備を進めておりました。その後、平成２１年

４月に教育委員会、社会教育課内へ国体準備室を移管いたしました。教育委員会へ国体準備室を

移管した理由といたしましては、第６９回国民体育大会の開催地としての正式内定が進む中、教

育委員会がいわゆる社会体育、スポーツの所管であるということ。それから大会会場施設を、そ

のほとんどを教育委員会が管理しているということ。つまり、その競技場の施設等を使用する、

あるいは点検することに所管の委員会が適当であるということでございます。及び、担当職員の

増強のための職員配置調整の点で、初期段階では、教育委員会、社会教育課、生涯学習班の一部

職員との兼務体制により人員を補強し、大会準備の進捗状況において専任職員等の増強をしたも

のでございます。現在、国体準備室長は社会教育課長が兼務し、専任職員１名、兼務職員３名の

体制で、国体準備業務に従事しております。しかしながら、４月から国体準備室を社会教育課の

内室、いわゆる議員のおっしゃる下部組織ではなく、独立した課の取り扱いにできないかなど、

その位置づけにつきましては教育委員会と相談をしてまいる所存でございます。

県下の状況といたしましては、国体会場を誘致した本市を含めた１２市３町のうち、市長部局

に国体準備の担当部署を配置しているところが４市、その他はすべて教育委員会の配置となって

おるところでございます。当然のことながら、その担当部署が教育委員会にあるわけでございま

すけれども、市民が一丸となって取り組むわけでございます。市長部局との連携、そして一丸に

なって取り組むという、そのことにつきましては、いささかの迷いもないところでございます。

次に、大会の県及び開催市町の業務分担、経費のあり方ということでございますが、現在の試

算額を申し上げます。

長崎県国体準備委員会で確認された業務分担に基づき取り組んでまいりますが、壱岐市といた

しましては、開催する２競技について準備委員会の中で万全の体制を確立してまいります。特に、

県を初め、自転車競技ではトラック種目開催の佐世保市と、ソフトボール競技では他の３種目も

開催する少年男子の大村市、少年女子の長与町、成年男子の時津町と連携を図ってまいります。

経費につきましては、現段階では、先催県、前に開催された県であります新潟県や大分県を参考

にいたしますと、概算ではございますけれども、自転車競技では２,７００万円程度、ソフト
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ボール競技では、１種目２球場で開催するとしまして、３,６００万円程度となります。この経

費についての県からの交付補助金につきましては、自転車競技は特別競技であるということから、

１０分の１０、１００％の補助でございます。ソフトボール競技については３分の２の補助とな

っておるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 大会を成功させるためには、市民を巻き込んだ機運を高めること

が最重要であるという認識は共通であります。ぜひとも、そのような取り組みをしていただきた

い。そして、教育委員会に国体準備室を配置しておるが、必ず市長の意が通じる組織としていき

たい、そのことの決意には間違いございませんね。わかりました。私も確か前回の長崎国体のと

きは中学校２年生であったかと記憶をいたしております。「わたる風、ひかる雲、いのち澄む長

崎の朝よ、うつくしく、きよく、若き夢、いまここに集うわれら」、音痴でありました私も音楽

の授業で先生から歌いなさいと言われたもんでありました。そうしてモチベーションを高めた記

憶があります。現在、そうした機運があるのかなと思いましたら、今年度にテーマソングは決定

するやに大会準備資料においては載っております。ぜひとも、そういう機運を高めて、長崎国体

の成功に期するように努力をしていただきたい。そのように思っております。当時は、現平成天

皇であります、当時は皇太子御夫妻が壱岐に御来島になりました。あの当時、壱岐のがたがた道

が簡易舗装化され、びっくりするような快適な道になったのを記憶しております。今思えば、皇

太子殿下の御来島がどれだけ地域に光明をもたらしたか、感慨深く思っております。国家単位の

イベントが地域にもたらすはかり知れない波及効果というのを感じた次第であります。

そうした国家的なスポーツを地域振興策に寄与すべく企画をすることが何より必要かと考えて

おります。長崎経済研究所の試案によりますと、長崎国体がもたらす経済波及効果は５０５億円

相当を試算しております。ぜひとも壱岐市もどれくらいの経済波及効果をもたらすかという一つ

の目標を持って、試算をして、取り組んでいただきたい。そのように考えております。

こうした中ですね、市長、一つ戦略として考えねばならないことは、五島市はもう早々国体の

独自のホームページを開設をいたしております。まだ壱岐市においてはそういう取り組みがなさ

れておらない。そして、どうでしょうか。平成２６年に向けて、空路整備、航路環境整備、特に

五島、対馬市と対比をしましたときに、航空路線の整備問題については皆無状態であります。航

路問題の進展のなさ、いわゆる改善が壱岐市の発展の阻害要因になっておると私は認識をしてお

りますし、過言ではないと考えております。特に、さきの市議会で可決、意見書を国土交通大臣

に提出をいたしましたアルミ３胴船、トリマランの建造就航問題の是非が壱岐市の再生にとって、

明暗を分ける岐路になると私は考えております。
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市長は内外の意見を拝聴するときに、消極的な立場だと思われるような発言もされております

が、現交通体系で壱岐市の振興が図れると考えておられるのか。その件に関して、その件に関し

てのみ、簡潔に答弁を願います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 離島にとって航路というのは死活問題でございます。この航路がいかに

便利であるか、そして、いかに低廉な輸送手段となるか。このことがですね、特に島の経済の浮

沈にかかわると思っておるところでございます。

そこで、先ほど来おっしゃいますアルミ３胴船、この問題について、私が消極的だと。それは

全くの誤解でございます。私はいろんな手段、航路の手段がですね、それは飛行機もそうでござ

いますが、飛行機につきましても、３機体制になれば、ＯＲＣは福岡から通わせるということも

返事をいただいております。そういうふうに私は、福岡からの今からは飛行機も要るんだと、以

前とは違うんだと思っております。そういった意味で、アルミ３胴船もですね、通えばですね、

私はそれはいいことだと思ってるわけです。ただ、私が消極的だと、もし議員がおっしゃるなら

ば、私はいつも言っております。最初の船を導入するときに、壱岐市が補償をする、そういった

ことはできないと。それは市民の税金を使うことになると。ですから、どうぞ、民間で通わせて

ください。そうなればですね、対馬市長がおっしゃっているように、通ったならば出資しますよ。

それはですね、私も別に全然それを否定するものではありません。通わせてください。そうすれ

ば私は応援をします。それを私がまさか、今ですね、ある報道によりますと、私が賛成せんから、

このトリマランは通わんと、そういう間違ったことは、間違った理解をしていただいたら困ると

思ってます。とにかく、３胴船を建造するために４０億円かかる。その４０億円のイニシャルコ

ストについて、市も一口かんでくれんかと、それははっきりお断りいたします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 力のこもった明確な答弁をいただきまして、ありがとうございま

した。

私は、そういうふうにですね、真剣に議論をすべき課題であろうかと考えております。これは

壱岐市の戦略であると考えております。五島市、対馬市は空路も持っておるわけです。福岡にで

すね、持っておるわけ。壱岐市は持たないんです。ただ、今の航路一つに頼っておるというのが

現状であります。そうしたときに、総体的に考えて、壱岐の振興の阻害になっておるのではない

かということを指摘をしておるわけであります。大いに議論をして、よりよき方向に改革をして

いこうではありませんか。そのことをお願いし、次に移りたいと思います。
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第２点目に、市長の決断が問われる壱岐市民病院の改革についてお尋ねをいたします。あとは、

２人ほど専門の委員会の委員さんが一般質問の通告をいたしておられますので、私は大局的な立

場から質問をいたします。

まず第１点、平成１７年５月壱岐市民病院開院以来、連続赤字決算であります。解決の糸口さ

え見えない。ならば、座して死すよりも打って出よという考え方もございます。もう既に決断の

ときが来ておると考えておりますが、地方独立行政法人化へのかじを切るべくときが来ておると

私は考えております。市長の見解を賜ります。

平成２２年度末、累積欠損額２０億２,４８５万５,１２３円、平成２３年度累積債務予定額

２１億８,１１３万２,１２３円、本年度の予算におきましても１億５,６２７万７,０００円の欠

損額を生じる予算編成が提案をされております。今年度一般会計からも３億９,６４９万円の負

担金交付が予定をされております。この２３年度末、累積債務予定額というのは市税、いわゆる

市民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税、都市計画税も含めた本年度予算額２１億

２,７１４万７,０００円を市税を超すような累積債務を計上しておるのであります。この状況を

市長はどのようにお考えであるのか。

３点、市民に市民病院の経営形態を含めて、市民投票条例を整備してでも判断を仰ぐことも選

択肢の一つに入れるべきじゃないかと考えております。

以上の３点に関する市長の見解を賜ります。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 市民病院の経営改革について決断の時来ると、決断をする時期じゃない

か、独立行政法人にかじを切るべきではないかということでございますが、私は議員も御承知の

とおり、平成２１年７月に長隆先生を委員長とする壱岐市立病院改革委員会を設置していただき

まして、１０月に答申をいただき、地方独立行政法人化の必要性を認識させたところでございま

して、議員御指摘の独立行政法人化へ一日も早くかじを切るべく、経営手腕を高く評価できる理

事長候補の紹介を今までずっと関係ございました九州大学病院へ赴きまして、たびたび院長にお

願いをしてきたところでございます。その招聘にはこれまで最大限努力してまいりましたけれど

も、その人材の御紹介をいただけないという残念な結果に終わっているわけでございます。私は、

理事長、いわゆる経営責任者なくして独立行政法人化にかじを切る。これはもちろん国の許認可

もございます。そういったことも含めまして、この責任者をなくして計画等々ですね、その認可

がおりるはずもございませんけれども、そういった理事長、責任者の選任なくして、独立行政法

人化するということは、むしろ、これはですね、責任放棄につながると思っておるところでござ

います。したがいまして、その方向性というのは堅持をいたしておりますけれども、今、そうい
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った状況にあるということを御理解いただきたいと思います。

次に、多額の累積欠損金を如何様に判断されているかという質問でございます。これはもう大

変憂慮すべき状況にあると認識をしております。このような状況を少しでも改善するために、毎

年度当初に事業収支の計画を策定し、毎月経営改善委員会並びに医局会において、前月までの経

営状況を分析・説明し、収益の増加及び費用の削減につなげるよう努めているところでございま

す。しかしながら、常勤医師の不足に伴う非常勤医師の増加や看護師不足に伴う派遣看護師の増

加など、現在の医療体制を維持していく上ではやむを得ない経費は増加しておりまして、大変厳

しい運営状況でございます。今後も経営形態の変更など、抜本的な改革を行わない限り、このよ

うな状況が当面続くことが予想されております。

議員御指摘のとおり、平成２２年度末で累積欠損金２０億２,４８５万５,１２３円を予想いた

しておりまして、先ほど申し上げましたとおり、大変憂慮すべき状況にかわりございません。し

かしながら、これはキャッシュフローの面で申しますと、平２１年度末で１億９,７６８万

５,４３４円の預金を有しておりまして、平成２２年度末では２０億９１１万７,５８１円の預金

残高を予定をしております。キャッシュフローだけで申し上げることは、それはもう経理として

は、これはもう本当に素人の話でございますけれども、ただ、一般会計からの３億９,６４９万

１,０００円の繰り入れの件でございますけれども、このうち２億９,９６４万４,０００円は市

民病院に対しまして国が自治体病院に対する交付金でございまして、一般財源からの純然たる持

ち出しは９,６８４万７,０００円でございますので御承知置きをお願いしたいと思っておるとこ

ろでございます。

次に、住民投票条例を整備して判断を仰ぐことも選択肢に入れるべきだということでございま

すけれども、この内容について、もう少しお願いいたしたいと。それは独立行政法人にするとい

う住民投票をするということでございますか。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） ３点目の市長から質問がございましたので申し上げます。

公営企業法の一部適用で行くのか、それとも、公営企業法の全部適用で行くのか、地方独立行

政法人化のいずれかの経営形態を選択することを市民に問うことも必要ではないかと申し上げて

おるのであります。申し上げるまでもなくですね、もう結構です。私のほうで続けますので。十

分お答えをしていただきましたから。

ですから、２点目のですね、わかっております。国からの交付税をあれして、一般財源からの

持ち出しと合わせて３億９,０００万円相当繰り入れてるのは十分承知をいたしております。し

かし、そうしたですね、環境で果たしていいのかをですね、皆の衆のための私たちは政治をして
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おるわけですね。ですから、みんなに問いかけることも必要ではないかというのが私の持論であ

ります。私は、あくまで主権者である住民から、直接選挙により選任された市長並びに議員は住

民の意思を尊重することが当然の義務であります。経営が厳しいときはみずからの身を切り、組

織としての連帯感を高め、職場環境の組織一体となった改善をしていく。そういうことは当然で

あると私は考えております。改革の原点は、お客様である患者の信頼を得ねば、市民病院の改革

は達成されるわけがない。市民に奉仕する医療従事者としてのプロフェッショナルに徹していた

だきたい。そのように考えております。本市における市民病院の役割、使命としては、市民のた

めに安心安全で、そして、個人病院にはない機能を発揮するのが、市民病院の役割であると私は

考えております。最近特に、フェリーの中、ヴィーナスの中で、「どけ行ったで」いう問いかけ

に、「博多の病院に行ったよ」と、よく耳にいたします。市民病院があるけん、心配せんでよか

と。こういうふうな状況になって初めて市民病院が市民から信頼される病院となり得ると考えま

すが、市長、いかがでしょうか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） まさに、今、音嶋議員のおっしゃるように、市民病院があるから大丈夫

だという市民病院を目指して日夜努力をしておるわけでございます。そういった中で、医師の招

聘あるいは看護師の数等々が不足をいたしておるという状況でございます。私はこの医師の招聘

等につきましてはですね、もう結果はついてきませんけれども、だれにも負けないぐらい頑張っ

たと自負をいたしております。

そこで、先ほど申されました個人病院にない機能も市民病院にあるべきだと。そのことはです

ね、当然、市民病院に行けば大丈夫ということをつくるためには必要でございます。そうしたい

と思っております。しかしながら、そのことにより、逆に赤字が膨らむということも考えられる

わけでございます。そこで、やはり、市民病院がどれほど、そういった市民のニーズにこたえる

ためには、どの辺までの経費が必要なのかということ等も、やはり今から協議をしていかないか

んと思うわけでございます。すべてをそろえてくれ。しかし、赤字は認めんよ、ではですね、そ

れは経営として成り立たんわけでございます。その辺も御理解いただきたいと思いますし、もう

一つ申し上げたいことは、先ほど住民投票の件でございますけれども、ご存じのように、この議

会で壱岐市立病院の役割・あり方に関する報告書をいただいております。市の議会議員の中から

市山繁議員がこの構成委員になられておるわけでございます。このときも、一部適用、全適、独

法、指定管理、そういった報告をなされました。長先生につきましては、独法へ行くべきだと。

しかしながら、今まで申し上げましたように、本当に、私もですね、今、独法と思ってます。し

かしながら、その経営形態をですね、私は市民の投票にゆだねるのはなじまないと思っておりま
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す。それはなぜかと言いますと、やはり、これは専門的な事柄でございます。先ほど申しますよ

うに、独法はこうせないかん、全適はこういうことだと、そういったことの中で、理事長等には

ですね、本当に強い権限があります。しかし、そういう人材を獲得しなければ、それができない。

そういったこともございますので、私はこれを住民投票にかけるというのはなじまないと思って

おるところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） 私は、一貫して考えてるのは変わりませんので。しかし、決断さ

れるのは、あくまでも市長でありますので。私は今申されますように、カリスマ性にとんだやっ

ぱり人材をぜひとも理事長を選任していただき、改革に着手してもらいたい。その一途の気持ち

であります。そういうことを強く主張して、次に移りたいと思います。あとは専門家の先生がい

らっしゃいますのでお任せをいたします。

３点目、老人クラブ補助金の交付基準についてお尋ねをいたします。

まず第一、各町の老人クラブ連合会には、補助金等交付基準にのっとり交付がなされていると

考えますが、壱岐市の例規集には掲載をされておりません。私が探すのができなかったかもしれ

ませんが、その交付基準とはどのようにして行われておるのか、見解を求めます。

２点目、活動状況、政策評価はどのように把握をし、検証して、交付決定に反映をしていかれ

ておるのか、見解を求めます。

３点目、高齢化率が上昇する中、生きがいを求めて暮らせる高齢化福祉の充実にこたえていく

には、活動の現場に足を運び、活動の実態を把握し、公平・公正な補助金の決定をすべきと考え

ておりますが、見解を求めます。

簡潔に市長の答弁、思いを聞かせていただきたい。そのように考えております。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 老人クラブの補助金の交付基準ということでございますけども、これは

おっしゃるように例規にはございません。交付要綱等はございません。運営補助金の算定につき

ましては、老連につきましては、各町の老連につきましては、均等割３２万円、それに加入者数

に、いわゆる会員数に７７円を掛けて、それを各町老連へ交付をいたしております。それより別

に単位老人クラブに均等割３万２,０００円、それに加えまして４６０円掛け会員数で交付をし

ておるところでございます。これらにつきましては、一定の限度額の範囲ではございますけれど

も、国・県の補助がそれぞれ３分の１あるということでございます。

次に、政策評価、活動状況についての政策評価はどのように把握して交付決定してるかという
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ことでございますけども、活動状況の把握につきましては、事業報告書、収支決算書を提出して

もらっております。補助金の交付に当たっても、今年度事業計画書、予算書等々を添えて、補助

金交付申請を提出していただいておるところでございます。関係書類の内容を確認をいたしまし

て交付決定を行っております。現在の段階で政策評価でいきましては、現状維持という評価でご

ざいます。ただ、先ほど申しました町老連、あるいは単位老人クラブの補助金に加えまして、独

自の活動をされておる。例えば、ペタンク大会でありますとか、老人工芸作品展とか、そういっ

たものについては別途補助金を出しているというところでございます。

次に、高齢化が上昇する中で、生きがいを持って暮らせる高齢者福祉の充実にということでご

ざいます。現場に足を運べということでございます。老人クラブの活動が活性化することは健康

の増進、地域内での交流を深めることにより、生きがいが増してくるということもございます。

当然引きこもり、高齢者は引きこもりがございまして、この防止、医療費の抑制等々につながる

ことだと認識をしておるところでございます。今、壱岐市におきましての老人クラブ加入対象、

これは６０歳以上でございますけれども、男子が５,０４２名、女性が６,９４２名、合計１万

１,９８４名でございます。近年は、老人クラブは高齢者の社交場、まだ働いてる６０代の方々

は自分とは無縁と考えてる方がふえてるとお聞きします。加入率は年々低下の一途をたどってお

りまして、今後は気軽に参加しやすい行事をふやし、開かれた老人クラブになるよう啓発に力を

入れまして、前期高齢者と言われる世代の心をつかむことが必要でございます。高齢者のコミュ

ニティづくりにおいても重要な役割を担ってると、老人クラブも担っております。老人クラブの

活性化なくして、高齢者福祉の充実はないと考えております。今後は老人クラブの活動状況につ

いて、職員を派遣するなどしていわゆる現場に足を運ばせて把握いたしますとともに、活動規模

の拡大や新規事業等にも取り組もうとされる老人クラブ連合会へは事業内容及び規模等を評価い

たしまして、補助金の交付額の見直しも行っていきたいと思っております。

私も６０歳になりまして、つい先日老人クラブの勧誘を受けました。加入をすると申し上げて

おります。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 音嶋正吾議員。

○議員（３番 音嶋 正吾君） わかりました。

まず、６０歳以上の壱岐市における皆さんが全人口の３９.５５％、１万１,９８４名いらっし

ゃるということでございます。そして壱岐市の本年１月末６５歳以上の方の人口統計として、

６５歳以上の方が３,７２７名、女性が５,６４５名いらっしゃいます。６５歳以上の人口は合計

９,３７２名の方がいらっしゃいます。そうしますと高齢化率が３０.９％であります。そして市

長が例規集には補助金交付の基準がないということでありますが、ちなみに言われますように、
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会員１人７７円交付されております。

石田町の場合は一つ問題がございます。老人スポーツ大会補助金は各４町に２４万円交付して、

なぜ石田町に１０万４,０００円しか交付してないのか。すばらしい大会であると私は認識をし

ております。市長も１日中目を離さず観戦をしておられる。その中でなぜ少ないのか。そして老

人作品店、ほかの町は今のとこ実施をされておらないのか知りませんけど、交付はされておりま

せんが、石田町は９万７,０００円です。この９万７,０００円の基準です。私は、この決算資料

を見ましたら、２０万円相当いっております。そしたら会員の皆さん方が、「音嶋議員、これだ

け、みんなあいしよるけどね、これだけしかくれさっさんとち、なしこえんなっちょると」と。

痛切な御意見を聞きます。ちなみに申し上げます。各町老連に交付されておるのが、石田町が

７６万８,０００円、芦辺町が１３０万４,０００円、郷ノ浦町が８１万９,０００円、勝本町が

８５万３,０００円、この数字を皆さん方もどのようにお考えか、私もコメントは差し控えたい。

公平な、いわゆる現場に足を運んで、実際どういう活動をしておるのかということをかんがみて

交付がなされることを期待するものであります。

皆さん、そして、興味津々とする数字があります。現在有権者数が１万４,５３８名あります。

石田町には。そのうちに６０歳以上の有権者数が５４.４％であります。半数以上が６０歳以上

の老人会の６０歳以上の世代の方であります。と考えたときに、皆の衆の政治をするときに、老

人の皆さん方にも温かい目で予算措置をすることも必要ではないかと考えております。これは私

の所見であります。

そしてですね、老人会の果たすべく役割としては、私はですね、金んことは言わんけどですね、

ぼけ防止とか、やっぱり一銭でも健康保険を使わんと生き生きして活動することが皆さんの役に

立つのではないかというような御認識を持っておられます。老人会の皆さんはね、壱岐市に残り

頑張ってくれている若い世代の人を思い、耐えがたきを耐え、忍びがたきを忍び、壱岐の島の元

気の源になろうと社会貢献と力強い背中を見せて努力をしてくださっております。そのことを

我々も実直に受けとめて、老人の皆さんへの感謝の念というのを持ち続けたいと考えております。

最後に、市長に総括で１分ほど答弁を求めますのでよろしくお願いいたします。

市長、昨年、大河ドラマ坂本竜馬の映画ございましたね。明治維新の改革の素地をつくった坂

本竜馬が書きとめた語録の中で、「世に生を得ることはなすことにあり」と言っております。さ

らに、「人間の人生というのはたかが５０年そこそこではないか。一たん志を抱けば、その志に

向かって、事が進捗するような手段のみをとる。決して弱気を起こしてはならない。例え、その

目的が達成されなくても、その目的へのまさしく道中で死ぬべき」と。「生と死は自然現象だか

ら、それを計算に入れてはいけない」とも言っております。そして竜馬自身、まさにみずからが

手がけた革命の到来の直前に刺客の剣に倒れました。志をなし得るために生命をも捨てたし。そ
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れが清さでもあり、今日に至ってもこの世の中の民が魅惑を持って、その尊敬するゆえんではな

いかと考えております。本市の真のリーダーとして、死生観を持って、先送りすることなく、壱

岐市の５年、１０年先、そして将来を見据えて決断すべきは決断することを請い願い、私の一般

質問を終わります。

○議長（牧永 護君） 白川市長、答弁がありましたら。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 答弁ということでございますので申し上げますが、坂本竜馬、本当にす

ばらしい人でございます。あの大政奉還をなし遂げたという、その身を捨てて明治維新をかち取

ったわけでございますけれども、私は、そのつめのあかもせんじて飲まないかんぐらいの小物で

ございます。ただ、壱岐市のためにあらん限りの力を尽くすということはお約束を申し上げます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議員（３番 音嶋 正吾君） ありがとうございました。

〔音嶋 正吾議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、音嶋正吾議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩します。再開を１１時５分とします。

午前10時52分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時05分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、６番、町田正一議員の登壇をお願いします。

〔町田 正一議員 一般質問席 登壇〕

○議員（６番 町田 正一君） 音嶋議員は毎回市長の激励の有名な明治時代の偉人の言葉を言わ

れるんでですね。私の座右の銘はですね、「呑舟之魚は支流に遊ばず」、呑舟之魚はですね、余

り小さなことは考えてはいけないと。泰然自若としておれというのが私の座右の銘なんですが、

ぜひですね、市長にも呑舟之魚になっていただきたいと思います。

実は今回、一般質問で病院関係については３名質問してます。それぞれ立場が３名とも違いま

す。中村議員は長崎県病院企業団の加盟促進、音嶋議員は先ほど言われたように独法化の推進を

積極的に推進されております。私はちょっと２人とは違ってですね、別に専門家でもないんです

が、市民病院だけを取り上げて経営改革の必要性というのわかるんですが、私はもうできたら、

この際ですね、壱岐医療圏全体のことを考えて、壱岐医療圏の医療はどうあるべきかという視点
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からですね、壱岐市民病院の改革をぜひ成し遂げてもらいたいと思ってます。

実はなぜかと言うとですね、昨日も質疑がありましたように、実は昨年国民健康保険料の引き

上げが壱岐市はありました。確か５.３ですね。５.３％引き上げました。ところがですね、それ

まで５.３％あったから、基金は大体現状維持で行けるだろうと思ったら、６億円近い基金が今

年度はもう既に２億９,０００万円です。２億ちょっとの基金の取り崩しで、やっと今年は国保

が維持されてます。このまま行けば、来年は基金がゼロになります。担当理事に聞いたら、一番

大きな原因はやっぱ高額医療だと。このままで高額医療がずっと推移していけば、これは国保が

またですね、今年度はやれても、来年はまたさらに引き上げていかなきゃいかん。ところが壱岐

の島民の収入はどんどん、どんどん減少している現状の中では、言うちゃ悪いですけど、このま

ま国保を引き上げていっても、未収金の額がどんどん、どんどん増えるだけです。国保会計その

ものが破綻する一歩手前にあるんです。だから、もうぜひですね、この際、壱岐医療圏全体のこ

とをまず、市民病院の改革も大切なんですが、壱岐医療圏全体としてどうあるべきかと、そのた

めの市民病院はどうあるべきかということを実は考えてもらいたいと私は思って、今回一般質問

をするようにしました。

中村委員も、音嶋委員も病院改革の、市民病院改革の必要性は、これは全議員共通して持って

いることです。ちょっと私も整理してみました。この間ですね、病院に関係する文書はもういっ

ぱい山ほど実は出ております。もうすべて網羅して、私も大体１０回ぐらい読んだんですけども、

結局行き着くところはですね、先ほど白川市長も例に挙げた平成１９年９月に出された壱岐市民

病院事業運営審議会の答申と、それから長委員長がやられた壱岐市立病院改革委員会、正式に行

政文書として上がってくるのは、この２つなんですね。あとは民間のかたばる病院とか、市民病

院を考える会の人たちのパンフレットも、これも実は熟読させていただきました。別にそう悪い

ことが何も書いてあるわけじゃないんですが、まず市長にはですね、この前、ちょっと改革のお

さらいをちょっとしますけども。実は私も平成１８年の６月議会で、この病院問題については質

問してるんですね。全く同じような質問です。その後ですね、どうしても、やっぱり、市民病院

は今のままじゃいかんということで、壱岐市病院事業運営審議会、これは壱岐市民病院の２つの

病院の病院長も参加されております。それから先ほど言われた議会からも市山議員が参加されて

おります。それ以外にも各自治体の病院関係の専門の方とか、そういうのが参加されてですね。

非常に優れた答申です。私もですね、そのときはただ単に何となく１回読んだだけなんですが、

細部までわたって読めば、非常によくできてます。これが実は、これで最終的には公営企業法の

全部適用が望ましいという形で、この運営審議会の結論は出されてるんですが、その間の問題点

については非常に正確に市民病院の問題点も出されてるし、今後市民病院のあるべき姿について

も真摯にこれ出されてます。その後ですね、ここまでは僕も平成１９年９月まで。それからです
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ね、この中で、経営形態についてはもちろんこれ首長の判断だから。先ほど言われたように公営

企業法の一部適用にするのか、全部適用にするのか、それから公設民営にするのか、独法にする

のかという議論は最終的には首長の判断だろうというふうな形になってるんですが、その後、経

営形態についてですね、これは市長も、僕は耳が痛いと思ったんですけど、これを言うまい、こ

れを避けて通れんと思いましてですね。市長にちょっと反省の意味も込めて、ちょっとお尋ねし

たいと思うんですが。

最終的には、この経営形態の問題をどうするかということで、長さんを委員長とする、いわゆ

る長委員会が立ち上がったわけです。議会でも２回長さんの話も聞きました。私も長さんに聞き

ました。最初はですね、地域完結型の医療を目指して、壱岐市で脳外科の手術をしたり、心臓外

科の手術をしたり、それでできるようにすると。これはもうすばらしいことだと思いました。こ

れはもう夢のような話で、どうやってやるのかっていったら、大学の付属病院とか、そういった

形をされてました。でも結局ですね、紆余曲折はあっても、長さんのですね、これが僕はですね、

申しわけないですけども、今回の市民病院の改革の進捗状況が進まない大きな原因の一つは、こ

の長さんの答申だと思うんです。もうこれは、実は市長もご存じのように破綻してるのはもう破

綻してます。２１年に議会で議決、経営形態については議会で議決して、２３年４月ですから、

本年の４月には独法化するというプランで、この長さんの答申は出てるんですが、現実にはです

ね、市長もさっき言われたように、経営の核となる責任者の人がいないと。これがまず１番です

ね、病院審議会の答申の後、すぐ長プランが実は、今回の僕はまず混乱の元だと、後で２、３で

ずっと質問しますけども、この面について、市長はさっき趣旨についてはまだ堅持をしておると

言われましたけども、私はもう白紙に戻せと。この長さんのプランについては。そしてもう１回

ですね、この経営審議会、１９年９月に答申された、あとの中身については、また少しまた後で

話しますけども。長さんの答申について、病院審議会の答申があってから、この長プランが発表

されるまで、発表されてからですね、市長の反省の意味も込めてですね。現実にこれもうできて

ないわけです。ことしの４月にこれ独法化という方針出されたわけですが、現実にできてないわ

けなんでですね。ぜひ市長には、これ、市長もですね、耳が痛いでしょうけど、マニフェストで

ですね、市民病院の改革をマニフェストで掲げられました。多分、その思いもあって、こういっ

た形になったと思うんですが、まず独法化ありきみたいなですね、議論はですね、僕はもう申し

わけないですけど、ここまで、この期に及んだら、もう中止すべきだと。新しい壱岐医療圏全体

の方向性の中で経営形態はどうあるべきかをもう一度冷静に考えるべきだというのが私の主張な

んですが、市長の答弁を求めます。

○議長（牧永 護君） 町田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕
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○市長（白川 博一君） 町田議員の御質問にお答えをいたします。

壱岐市の医療改革については、市民病院という点ではなくて、壱岐市医療圏ということの面で

考えなさいということでございます。まさに、そのとおりだと思っておるところでございます。

ところで、市立病院改革委員会そのものについて反省ということを町田議員おっしゃっており

ますけど、私は、この答申が遅々として進んでいない。それは正直言って謙虚にそのとおりだと

認めざるを得ません。しかしながら、この委員会をつくったこと、そして、この委員会の答申を

いただいたことについてですね、反省をしていると、反省はいたしません。私は、これはこれな

りに、非常にいい答申をいただいたと思っておるところでございます。

その中で、町田議員も先ほどから過去の書類を持っているとおっしゃいましたが、私は平成

２１年８月１２日、今のこの議員さん方が当選なさった初めての議会でですね、新しい議員さん

もいらっしゃるものですから、そのときに壱岐市民病院、かたばる病院改革の経緯ということで、

２１年８月１２日にこの文書を渡しております。その中で、どうして長改革委員会をやったのか

ということを申し上げております。その中で、少し時間をいただきますけれども、先ほど大変よ

くできてるとおっしゃった壱岐市立病院の役割・あり方に関する報告書。これはまさに町田議員

おっしゃるようにですね、すばらしいと思ってます。今までの市役所内部で立ち上げました改革

委員会の素案、そして今回の長改革答申、これもですね、この報告書を上回るものではないと私

は思っておる次第であります。そこで、私はそれでも長さんにお願いしたというのは、このガイ

ドラインというのをつくった本人であるということが一つ。それから次に、先ほど言われますよ

うに、一部適用、全適、指定管理者制度、といったことを提案されておるわけですけれども、そ

れについて、やはり、その引き受ける、例えば指定管理にすれば、引き受けるところがあるのか

とか、適当な人材が確保できるのか、職員組合はどうなんだということ。それはもちろん首長の

判断でやるわけでございますけれども、そういったことでですね、この報告書については、逃げ

と言ったらおかしいわけですけれども、強くは言ってないということがあって、限度があるんだ

ということを感じて、新たな委員会をつくったということを申し上げたところであります。そう

いった中で、私は今、町田議員御指摘のように、遅々として進んでない。そして、これは撤回し

なさいと。地方独立行政法人化は撤回しなさいということ。これについては、私は今、皆様方に

少し九州大学病院との交渉のことをお話ししたいと思っております。

この独立行政法人化に向けた、もちろんスケジュールもそうでございますけれども、九州大学

病院から理事長候補の派遣はいただけないという結論に達したということを申し上げたいと思い

ます。それは１月１４日に九州大学病院に参りまして、そのお話を受けたわけでございます。実

は第２外科はですね、普通の病院で医局に入る、医局が足りないという状況の中で、ことしは

２１人も第２外科に入ってるんです。入局してるんです。私は、そのことを聞いて、もしやと思



- 154 -

いましたけれども、しかし、いや、出せないと。なぜか。それは、迷っておりましたけど申し上

げます。壱岐市から受けた仕打ちはですね、私のトラウマだと。それはもう決して壱岐市に、そ

れはもう派遣できないと。それは議会での発言。そして報道による仕打ちだと。はっきり申され

ました。その環境がなくならない限り、九州大学第２外科は出さないとおっしゃいました。これ

をはっきり申し上げて、そのことによって、九州大学から理事長候補の派遣をいただけないとい

うことをもう確信をいたしました。しかし、私は、先生どうぞ、今後も交渉のテーブルには着い

てくださいということを申し上げるのが精いっぱいでございました。その前に、昨年の５月

２３日に、実は壱岐市の医師会の副会長であります光武先生、この方、九州大学医学部卒でござ

います。わらにもすがるつもりで先生に御同行お願いして九州大学に行きました。そして６月

２４日に、同じく九州大学出身であります医師会長の品川護郎先生、そして光武副会長、お２人

御同行いただいて九州大学に行きました。私はそうして先生方のお力添えをいただいて、しかし、

このざまでございます。私は私の力不足を市民の皆様に、そして、この両先生に心からおわびを

したいと思っておる次第であります。きょうは、私はもしかしたら、ふさわしくないことまで申

し上げたかもしれませんけど、現状はそうでございます。したがいまして、町田議員御指摘のよ

うに独立行政法人の理事長の招聘というのは非常に現在のところ皆無に近いと申し上げざるを得

ません。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） それは確認できました。ただ、市長ですね、僕ちょっと病院審議

会の、運営審議会のこの答申について、病院の実態はですね、議員皆さんたちも大体独法化に向

けての困難さというのは、大体議員の皆さんたちも大体わかっていただいたと思うんですが。も

う一つですね、この中では、実は、壱岐市民病院の果たすべき役割ということが実は提案されて

ます。これも非常に重要な柱の一つになってるんですが、壱岐医療圏全体のことを考えて、実は

これ全部で１０項目にわたって壱岐市民病院の今後果たすべき役割について答申が出されてます。

僕はこれを非常に感心したんですね。ここの部分がですね、経営形態の問題は、それは首長の判

断だから、先ほど市長が言われた職員組合との問題とかいうのは、僕はそれはもう問題外だと思

ってますけれども、この１０項目に地域医療連携、非常に重要な柱はですね、各医療機関、民間

の壱岐の開業医の先生方との医療連携室の設置。市民病院はもうぜひこれをつくれと。これ何回

も医療連携室というのは、この答申の中でも何回も出てきます。医療連携室をまずつくれと。そ

れからですね、救急体制の整備。これ壱岐市民病院について書いてますが、実はもう僕はですね、

後で問い２でこれ質問しますけど、救急体制とか、周産期医療、予防医療、精神医療、感染症医

療、在宅医療ですね。実はこの国保の問題とも、これ実は密接につながってくるんですが、今、
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市民病院に地域医療連携室みたいな、そういったセクションがあるのかどうか。私もちょっとま

だ聞いてないんですけども、こういった取り組みみたいなんが、現実に市民病院で、少しずつで

も何か議論されているのかどうか。それをちょっとお尋ねします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おっしゃるように、地域医療連携室というものは今のところございませ

ん。ただ、議員御承知のように、今回、かたばる病院をどうすべきかということで、同じく副会

長、医師会の副会長の松嶋喬先生をチーフにいろんな医師会の方々と御相談をしていただきまし

た。その窓口は病院管理課でございまして、左野主幹がそういったものの取りまとめをしている

ということでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 市長確認したいんですが、要するに、この長さんの答申の独立行

政、独法化については、もう僕は困難であると、現実に、ことしの４月に独法化するというのが

計画なんで。先ほど言われた九大のほうのそういった形で責任者が派遣していただけなかったら、

独法化とか、壱岐市が幾ら言うたって、適任者がいないと。現実にはほぼ断念したというのは、

市長の口からはなかなか言えんでしょうけども、非常に困難であるということは、まず、ここで

確認しとっていいですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 九州大学、私が理事長をお願いしたい。そういった候補をお願いしたい

というのは、やはり医師の招聘ができる方。ですから、医療機関、いわゆるスタッフがそろいの

大学関係の方でないとだめだと私は思っておるわけでございます。今のところ、今まで５０年間

関連のありました九州大学以外にそういう方の招聘をお願いする術はないということでございま

して、おっしゃるように、非常に厳しい状況であるということでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） それでですね、じゃあ、どうすればいいかという問題に、次にな

ってくるわけですが。実はですね、これは僕も地元の開業医の先生、もう６０歳超えられてるん

でですね、その人としょっちゅう、私も薬をもらいに行くんで、しょっちゅう話すんですが、実

は一番心配されてるのが救急体制なんですよ。これはなぜかというと、今、実は、さっき壱岐全

体の医療圏のことを考えてくれと言ったのは、一つには、今開業医の先生たちがもう非常に高齢
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化されてます。それで跡継ぎも今のままでは、こんな状況の中では跡継ぎに来てくれる人もいな

いと。これをですね、開業医の私たちが一番心配してるのは救急の体制やから、これを何とか行

政のほうで。そうせんとですね、それは開業医の先生たちだって、休みをもちろん欲しいだろう

し、夜間に呼び出されてですね、救急病院と看板はありますけど、そうしょっちゅうですね、

１年３６５日ですね、そんなにやれるわけはない。だから、いろんなことがあるやろうけれども、

まず一番重要なのは救急体制だと。救急体制を何とか今後考えていただきたいと。それを切に希

望されました。これはどこの民間のどこの開業医の先生もそうだと思います。

それでですね、ちょっと具体的にちょっと数字だけをお示し願いたいんですが、まず昨年度で

すね、これは多分救急車で搬送された分だけしかわからんと思うんですが、救急車の総患者数。

壱岐全体で。それからその中で市民病院。それから民間病院。それからもうダイレクトに島外に、

これは危ないというんで。ダイレクトに島外ちゅうのはドクターヘリぐらいしかないんですけれ

ども、そういうふうな数字が多分もう把握されてると思うんで、それをお示し願いたいと思いま

す。

２番目に、じゃあ、今の市民病院の救急体制はですね、本年から実は常勤医師も減ってですね。

実はその市民病院の救急体制も、これほんと維持できるのかと。このままの状態で、非常に心配

してるんですが。今、市民病院の救急体制、夜間とか、特にですね、夜間・休日。これについて、

ちょっとお尋ねしたいと思います。

それから３番目、市民病院は今多分５０歳以上の常勤医の方は宿直業務にはつかれてないはず

なんですよ。そのためにですね、こういう表現が適当かどうかわかりませんけれども、多額な金

を払って、スポットで救急医の先生たちに来ていただいてます。これは実はもう、これはもうあ

ご足つきでということも余りよくないですけども、この経費はそれこそ莫大な経費になっとるは

ずなんですよ。この３つ、ちょっとおわかりでしたら教えて下さい。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） まず、壱岐市の救急医療体制の現状についてという御質問でございます。

壱岐市民病院と光武内科循環器科病院が病院群輪番制病院として二次救急医療を行っておりま

す。どちらかが必ずあいておるということでございます。両病院は二次救急医療機関として、入

院、治療を必要とする重症の患者に対応する病院として位置づけられておりますが、実際は初期

医療、いわゆる一次救急医療も行っておるところでございます。現在、壱岐市にとって、この

２病院による救急医療は市民にとって必要不可欠なものであると認識をいたしております。

平成２２年の１月から１２月の救急車による搬送人員総数は１,５０１件でございます。内訳

が市民病院８３５件、光武病院４９２件、その他島内医療機関７２件、島外医療機関１０２件と
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なっております。市民病院、光武病院、２病院が全体の８８％を占めておりまして、データの上

からも２病院は壱岐市の救急医療の要であります。

次に、市民病院の夜間・休日の救急体制についてという御質問でございます。

現在平日の時間外の１週間に９単位あるわけでございますけれども、時間外当直５単位に土日

の日直、当直、４単位を加えた９単位でございますけれども、そのうち７単位を病院外の非常勤

医師にお願いして、残りの２単位を病院内の医師が担当しております。病院外の非常勤医師の確

保によって、病院内の医師の過重労働の緩和、リスクの回避につながっております。４月からは

常勤医師２名の減員となりますので、常勤医師が確保できるまでは、１週間９単位全てを外部の

非常勤医師によって救急医療体制をとらざるを得ないと思われます。ただ、内部常勤につきまし

ては、これまでどおりオンコール、いわゆる電話呼び出しの待機態勢をとるということでござい

ます。

次に、市民病院の救急医療体制をとるために、特別に医師の確保をしてる総経費の御質問でご

ざいます。

外部の非常勤医師を確保して市民病院の救急医療体制をとるために、平成２２年度は人件費と

旅費で月額３２０万円、年間約３,８４０万円かかっております。当直１単位当たり約１０万円

でございます。これにつきましては、先ほど申しますように、あと２名、あと２単位増えるとい

うことでございますから、当然のように増額になるということでございます。御参考までに、平

日のいわゆる夜間でございますけれども、１日５名程度、土日、祝日では、３３名が時間外の患

者数でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 来年はですね、そうすると５,０００万円近いですね、このスポ

ット、救急体制の維持のためにですね、その人件費等でかかるということです。

それで最後に、市内の医療救急体制のまず一元化の問題なんですが、実はこれもですね、この

病院審議会の答申の中に、ほんとう言うたら、ずっとこれ書いてあるんですよね。本来、壱岐市

民病院は二次医療機関なんです。ですね。本当は初期救急は基本的に開業医の先生たちが開業医

の病院の人たちがやって、二次医療救急として市民病院は本来あるべき姿だと、私は正直言って

思ってるんです。それで、この答申を、本当に僕はこれやってもらいたいのはですね、在宅医療

とか、予防医療とか、これはもちろん精神医療、周産期医療もそうです。それから壱岐の場合は

外科がなかなかおられませんので、実はもう専門外来もあるしですね。そういうのもあるんです

が、救急と地域医療と在宅予防、ここら辺を本当に市民病院に、これを担わせるとしたらですね、

今みたいな形で外来を受け入れる。一次医療のですね、普通の民間病院と同じように外来を午前
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中受け入れる。それから入院の、午後からは入院の世話もしなきゃいかん。手術もせないかん。

こら夜間の当直もせないかん。こんなですね、百貨店みたいな病院をつくっとったら、これはい

つまでたっても、医師の過重負担もそうですし、医師のですね、医師は今ですね、実は医師が不

足してる大きな原因は、医師はやっぱり今は専門性を求めると。専門性を求めることと、もう一

つは都会志向と。この２つがあるから、どうしても離島とか、過疎地域の病院には来ないんです

が、市民病院のあり方もですね、実は市長、もう僕はですね、地域連携ていったら、壱岐医療圏

全体のことを考えたらですね、初期救急と外来については、もう民間の病院に全部任せてしまっ

てです、あとは民間の開業医の先生たちからの紹介と。それから外科とかですね。それから市民

病院にはまだ救急というどうしても外せん部分があるんです。それから国保の状況から見てもで

すね、あとは在宅だとか、予防医療だとかですね、こういった普通の民間病院でできない部分を

行政と一体となって担う。担うという、そういった使命が必要と思う。もうそろそろ、僕は、経

営形態もあるでしょうけども、市民病院のあり方を考えてもらいたいと、一つはそう思ってます。

それから、もう一つですね、この救急の問題です。市長も先ほど言われたようにですね。それ

はいろいろな議論があるでしょう。民間、救急と言っても、実はもう光武病院と市民病院が８割

近く担ってます。どっちが、正直いって、今のですね、この状況だったら、どちらかがですね、

救急はやれないとなった場合は、壱岐の救急体制の崩壊です。光武病院がやれなくなっても、市

民病院は対応できないです。もちろん市民病院がやれないとなったら、これはもう壱岐の住民全

員ですね、どっか、もう、本当に福岡に全部移転しなきゃしょうがないような事態になります。

どちらの病院がどうのこうのとかいうことじゃなくてですね。この２つの病院の救急体制の一元

化はぜひ図ってもらいたい。これはですね、市民病院もそうです。もう市民病院も医師のこのス

ポットの医師の確保だけで大変だし、これだけの経費をかけてるんですから、現実にはですね、

今の市民病院の常勤医の中では救急体制の確立っていうのは無理なんですよ。同じように、僕は

光武先生のところも、僕は直接話は聞いてませんけども。あっこの患者数からするとですね、光

武病院も救急体制の維持が本当にこのままできるのかと。それは危惧しております。ぜひですね、

ここは壱岐医療圏全体のことを考えてですね。僕は経営形態というのは、そこから出発してもら

いたいと。何か、経営形態が先にありきという議論がずっとこの間あったからですね、市民の人

たちも非常に混乱したんです。職員の人たちも混乱した。僕は市長も、前聞いたときにですね、

市長は、いや、経営形態についてのあれが一番大切なんだと言われましたけども、やっぱここま

できたらですね、まず一つは、市長にこれぜひですね、市民病院のスタッフ、医師連中とですね、

まず話してもらいたい。僕は市長やったらそうします。そして、前の審議会がなぜ僕はよかった

かっていったら、この中には２病院の院長もちゃんと入っとったんですよ。この中の答申につい

ては、だから、市民病院の院長たちも承認しとるわけなんで。ぜひですね、この病院のコメディ
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カルの人たちも含めて、職員組合との議論もそりゃすべきです。大村の市長は大村市民病院で、

ちょっと全然事業は、事情は変わりますけども、大村でさえ２年間かかったんです。市長は毎朝、

毎朝と言うか１週間に１回ぐらいは職員組合の人たちとずっと話したと言われてました。それで

も２年間かかっております。僕は市長のあとはリーダーシップの問題ですけども、ぜひですね、

この市民病院と光武病院の救急体制の一元化。そしたら、その先に来るのは、どういう形態が一

番いいのかというのは、僕は公設民営化にすべきだと正直言って思ってますけれども、その激変

緩和措置はもちろん途中で何年かあってもいいですが、今の市民病院の状況と壱岐の全体の医療

の状況から考えれば、もうそういう議論をすべき時期だろうと思ってますけれども、それに対し

て市長の答弁を求めます。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 町田議員の御意見でございます。確かに、壱岐医療圏として考えたとき

に、市民病院の役割、そして民間の病院、医院の役割というものを考えないかんわけですけれど

も、今おっしゃったように、例えば、壱岐市民病院を二次医療の二次救急医療機関として特定す

るということについてはですね、やっぱり、これはまだまだ難しいと思っております。やはり市

民病院に、先ほど言いますように、市民病院に行けばどうかなるんだということが、やはり市民

の安心でございますから。一次医療。いわゆる普通の外来をなくすというようなことになると、

これはやっぱりかなりなものだと思っています。しかし、そのことについてもですね、先ほど町

田議員言われるように、医師が専門性を嗜好する中で、じゃあ、それで、果たして、総合医的な

方々ばかりを確保できるのか。そういった問題もございます。これについては、やっぱり、ずっ

と議論をしていきたいと思っております。

それから、２点目の救急病院の救急窓口の一本化、これは確かに救急といいますと、いわゆる

２４時間３６５日、今のところ、どっちも病院が体制とっとるわけですね。そうなりますと、や

はり医師の疲弊と申しますか、そういったこともございます。

そこで、お尋ねですけれども、町田議員の場合は、その一本化のイメージをですね、どういう

ふうにイメージしてあるのかが、もし、お聞き願えればと思っております。

それから、最後に指定管理のことにも触れられました。そのことについて、今議員はどの程度

の必要性というのか、そういうものをお持ちであるかということについてをもう少しお聞きかせ

願えればと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 私はですね、本来ですね、こえんと言うたら、また問題発言だと
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言われるかもしれませんけどですね。病院の経営はですね、行政がやるべきじゃないと、直接タ

ッチすべきじゃないと、公設で、必要だから、行政がですね、病院をつくるのはいいと。ただし

ですね、また、これを言うたら、また公務員の人たちははらかくかもしれんですけどね、一所懸

命やろうがやるまいがですね、給料が変わらんような人たちに病院経営をやらせていいのかと。

そういうのでモチベーションがあるのかと。僕は、さっきも市長に民営化のイメージって、一本

化のイメージ、救急のイメージってのは何かと言われましたけど、私はですね、今の院長が、市

民病院の院長がですね、やっていただけるというんであれば、市民病院の院長でもかまいません。

現実にそれで、ただし、医師の招聘から労務管理から、労組との交渉から、そえんとは全部や

ってくれと、その上で、一生懸命ここまでやったけど、こんだけ赤字が出ると、それは別に私は

何でもかんでも、絶対黒字にせにゃいかんとか言う気はないです。そんな自治体病院ちゅうのは、

もちろんそういった使命があるんだから、ただし、それでできないんであれば、これは今市長が

言われたように外部に人を求めたって、それはおられませんよ、もう。九大病院から断られたら、

そんなに簡単に医者で経営能力があるとかいう人は、そんなに見つけることはできません。

僕は、できたら壱岐の医師会の先生たちのほうに、できたら話し合いのテーブルに、もちろん

これは相手があることなんで、ここで決めたって、向こうが受けてくれんかったら何もならない

んですけども、ぜひ壱岐の医師会の人たちとテーブルに、そりゃついてもらいたいと。それに僕

は行政と議会が参加したっていいと思っているんですよ。なんなら。しかも３カ月程度で、市長

の任期もあと１年なんで、３カ月か半年程度でどうするか、もうそこで結論を、大体方向性とか

役割とかいうようなやつは、全部今まで答申で全部出ているんで、今後どういうふうな形で具体

的にやっていくのかと、それはもうテーブルに乗っけて、お互いに議論しようじゃないかと、正

直いって行政と医師会と、僕は今の市民病院のスタッフの人たちも、絶対これは参加すべきだと

思っていますけども、それと、別に必要ならば議員も参加してもいいです、前は市山議員も参加

されていましたから。そして具体的に、これもうテーブルに乗せて、壱岐医療圏はこうあるべき

だと、安心して市民が、まあ、そりゃ、脳外科だとか心臓とかそんなところまでは望んでいませ

んけれども、少なくとも救急で市民病院に行ったら、これはもうすぐに、早急に三次医療機関に

送る必要があるとか、そういったところまでは絶対必要なんですよ。この間、議会での発言がど

うのこうのというんで、市長もさっき言われましたけども。

私のところにも、実は市民病院の苦情がいっぱい来ています。特に救急ですよね。これはもう

しょうがない、しょうがないということもないですけど、スポットで来られている人が、そうす

べてオールマイティーで全部診られるわけじゃないとです。僕が救急車に乗って連れていったら、

大丈夫ですからと言って点滴して、１時間半ぐらいしたら、すぐまた夜中に気分が悪うなって、

即、九大病院ですよ。できたら、こんな安心して市民病院の救急体制があるべきだと私は思って
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います。別に市民病院のお医者さんを責めようというんじゃないんです。一生懸命やられておる

のはわかっています、こんな小さな島で。

ただし、それは個人の努力とか思いだけでは、もう解決しきらん問題なんですよ。それやった

ら、行政が、議会も僕は責任当然あると思っていますから、市民の健康を守るためには。

ぜひ市長には、しかもこんな立派な答申が出ておるんです。今から市民病院の役割、こん中に

は市民病院に対して非常に厳しい意見も書いています。２０億円の収益を上げるために２６億円

もかけるような、こんな病院の形態は直ちに改革すべきだちゅうてから、これは壱岐市民病院の

先生たちも参加してできとる答申ですよ。その先生たちが、現に市民病院はこうやって改革すべ

きだと、今後の方向はこうだと、これは言われておるわけですから、僕は長さんのやつはもう白

紙に戻せと、もうそれは僕は市長の思いもあって、それは市長はやられたんだろうと、その思い

は僕わかりますけれども、もう一回、この地方公営企業法の全適も、これができたころにさっと

やっておけば、まだ僕はよかったと思っているんです。

それから、なかなか病院企業団に加盟するというのも、これもあとで中村議員が質問されます

けども、まあ、僕はそんなに簡単じゃないし、ここに加盟したからといって、実は医師が来ると

いうようなことはないとです。

そんなら今、市民病院ができる力で壱岐医療圏ができる範囲の最善のベストの経営形態をつく

らにゃしょうがないじゃないですか、市長。僕はそう思っていますよ。それも開業医の先生たち

がそれを望まれています。もう開業医の先生たちも、もう６０代半ばから後半です。この人たち

が初期医療とか一次医療をできんようになったら、これはもう遅かれ早かれ、お互いにメンツだ

とかへったくれだとか言う暇もないとです。これだけで、壱岐の医療は、壱岐医療圏そのものが

崩壊しますよ。

僕は、ぜひ市長には、もちろん本当言うたら改革ちゅうのは、なんもせんで、じっとしとった

が一番いいとです。これはなんもせんほうが一番いいんです。議員もなんも言わんほうが正直言

って一番いい場合も多いとですけども、ぜひ市長には、僕はもう医師会に壱岐市としては協議を

こうやりたいんだと、お互いにテーブルにのろうやと、まあ、救急の一元化、単にそれを出発点

にしてもいいと思います。

それから、壱岐の医療圏はこうあるから、経営形態はこうあるべきだという議論が僕は出てく

ればいいと思っているんですが、それで、議会からもぜひ出てくれということであれば、議会か

らしかるべく人を出してもいいと思います。それで、お互いにここまでこんな状況なんだと、で

きないんだと、救急が。それをぜひ、それも民間の医療機関のほうが、実は市民病院よりも、市

民病院も大変じゃけど民間の医療機関のほうも大変なんですよ、今の現状は。専門医に特化した

病院は楽なんです、まだ。申し訳ないですけど眼科とか、専門病院は楽ですよ。楽ちゅうよりも
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語弊がありますけれども、そこだけをやればいいと、しかし、やっぱり総合病院となると、開業

医も市民病院も非常に大変です。

市長、僕は早急に、また審議会の答申これを踏まえて、長さんのは、もう僕はいいですけども、

病院審議会の答申を踏まえて市民病院の役割も書いています今後の。これを踏まえて、早急にど

うやるかを決めていきませんか。そんな時間をかけないで、市長の任期もあと１年しかないこと

なんで、僕はその道筋だけはつくってもらいたいと思っているんですよ。最後に。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 私は、これまで経営形態のプロなんだということで、とにかく理事長候

補者を招聘しなくてはいかんと、この思いが強すぎると言えばそれまでですが、そのことが、ま

ず改革の第一歩なんだということを強く思って、正直申し上げて外に向かってだけ働いておりま

した。働きかけをしておりました。議員おっしゃるように、病院との話し合いも、病院事務局長

は副市長ということで、任せてそういうことをやっておりませんでした。

しかし、先ほど申し上げますように、ここにまいりまして理事長候補が非常に招聘が困難な状

況にあります。今、町田議員の御提案によりまして、新たな一歩をやはり早く踏み出さんにゃい

かんなという、今気持になっている次第でございます。議員各位の厚生常任委員会はもとより、

議員各位の今後のお力添えを切にお願いする次第でございます。よろしくお願いします。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） 今回、常勤医師が１３人から１１人になったんですが、唯一の整

形外科が２人から３人になっておられますけども、整形外科は非常に稼いでくれていただいてい

る部分なんですけれども、市民のほうからもこれで結構充実した、例えば午後からも整形外科の

診療ができるのかどうかとか、そんな要望もあるんですけども、それはまだ、左野主幹のほうが

わかりやすいですか、副市長でもいいですけど、なんか新しい整形外科の診療体制みたいなもの

が、２人から３人になるんですが、それはちょっと考えておられるんですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 福岡大学の内藤院長のお計らいで、今度整形外科医が３名ということに

なりました。その診療体制については、まだ内容は詰まっておりませんが、整形外科が充実した

ということは大変喜んでいる次第でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。
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○議員（６番 町田 正一君） 僕も基本的には、市民の苦情みたいなのはできるだけその場で説

明しているようにしているんですが、今度７月から精神科の医師がおられんようになりますよね。

実は、私の知り合いの患者が、既にもう精神科のほうから７月で引き上げるからほかの病院に

というふうな、あれもあっとるんですが、その７月から次に来られる１０月ぐらいまでのめどは、

どないなっとるんですかね。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １０月１日からの先生についても、正直申し上げて確約できておりませ

んけれども、できるとして９月３１日までは県が対応してくれると信じております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 町田正一議員。

○議員（６番 町田 正一君） そしたら７月から１０月までは、例えば精神科の場合は措置入院

とか、そういった非常に法的に強制力のある医師がいないと、そういうこともできないわけなん

で、その分の対応は、そしたら市長、県が何とかしてくれるじゃなくて、何とかしてもらわんと

だめなんですが、それは市長の責任でやっていただけるということでよろしいんですか。最後に。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 絶対しなければならんと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議員（６番 町田 正一君） 終わります。

〔町田 正一議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、町田正一議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩をいたします。再開を１３時といたします。

午前11時56分休憩

………………………………………………………………………………

午後１時00分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。

次に、１７番、瀬戸口和幸議員の登壇をお願いします。

〔瀬戸口和幸議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１７番 瀬戸口和幸君） 私は２項目質問をいたします。
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１項目目は市長に、２項目目は教育長にお願いをいたします。

まず最初、第１項目目は、ショウガ貯蔵施設の利用についてということでございますが、私の

郷ノ浦町若松ですが、家の近くにショウガの貯蔵施設がございます。これは、経緯を皆さん御存

知ないかもしれませんので申しますと、昭和６０年の新構造改善事業で郷ノ浦ショウガ貯蔵施設

として整備されたようでございます。

今、今年はもう昭和でいいますと８６年になりますから、２５年ぐらい経過しているわけです

ね。まあ、近くにあるもんですから、私その施設の前を通るたびに気になっとったわけですが、

余り、ここ過去２５年間有効利用されていないような気がするので、非常に気になっとったわけ

で、ぜひこれを活かしてほしいなということで、市の施設でございますので、ぜひ考えて欲しい

というなんで取り上げました。

今実情としましては、この施設のかぎはＪＡの営農センターで保管されているようでございま

す。ということからすれば、その経緯について私調べておりませんが、どうも農協でなんかうま

く利用してくださいと、言うくだりじゃないかと思っております。そういうこともあります。

まあ、せっかく整備されたんですが、これのできた、いわれみたいなものからしますと、初山

とか志原に当田ダム、ダムができまして、その水を利用するという意味で、畑地総合開発という

ものができまして、じゃあ、その水を有効利用するために何かいい作物はないかということで、

どうも水をよく使うのは、畑地で使うのはショウガじゃないかということで、その保管のために

ということで整備されたようでございます。

それで、そのショウガも数年は栽培されたようでございますが、皆さん御存知とおり、そうシ

ョウガも右から左にたくさん消費するわけでもありませんし、ということもあったでしょうし、

私も数年参加、栽培したことありますが、どうも病気が出てきて、栽培の仕方も悪かったんだと

思いますが、いろんな二つの面、いろんな面からなんして、栽培農家が減少して、結局ほとんど

使わないままで終わったということのようでございます。

それで、施設の概要ですが、市長ご覧になったことありますか。いや、結構です。埋もれとっ

た施設ですから、今聞くところによると、壱岐では那賀にもあるようですね、ショウガ貯蔵施設

が。それと同じであれば、私は那賀のは見たことありませんが。

まあ、大きさ的には、その施設の前に１００平米か２００平米ぐらいの駐車場、作業場があり

まして、倉庫自体は土の中に埋もれていて入口だけしか見えません。その倉庫の、貯蔵施設の大

きさ的には私の概算ですが、百四、五十平米あるんじゃないかと思います。それで、ほとんど土

の中にありますので、その内部構造的には１本通路がありまして、右側に約四畳半程度、十四、

五平米ぐらいの部屋が７つあります。高さ的には２メートル５０ぐらいですね。

室内の状況ですが、先ほど言いましたように、正面は入口から奥に通路がありまして、それぞ
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れ通路にも換気扇がありますし、各７つの個室にも換気扇は装備されているようです。だけど、

もうその施設の電気はカットされておりますし、私もかぎを営農センターから借りまして中を見

ましたけど、電気もきていないので通電するわけにもできませんでした。だけど見る限りは、も

う換気扇も作動しないんじゃないかと思われました。長く使っておりませんし、土に埋もれてお

るなんだから、入って見て意外と湿気等を帯びて、じゃないかと予想していきましたけど、意外

と乾燥しておりまして、すっきりしたもんでした。これますます見た感じで、これはやっぱりな

んか使う道はないかということで、ぜひ壱岐市の施設でございますので、有効利用をと言うこと

でございます。

今、じゃあどう利用されているかということなんですが、一部利用されているようです。とい

うことは、先ほどから申し上げますように、ＪＡの営農センターがかぎを保管しているわけです。

中に入り一番奥の部屋にショウガのコンテナが３０ケースぐらいありました。それに、ショウガ

半分ぐらいずつ、ショウガが詰まっておりまして、どうも柳田地区の一部の数名の人が、それぞ

れ個人的にショウガを栽培する種子を保管されているという状況のようでございます。

これは、先ほどから申し上げますように２５年間、約ほとんど活用されていないということで、

まあ、私なりにいろんな聞きかじりもありますが、利用する案としてどういうことが考えられる

かなということでございます。

まあ、第１案的には、もう最初の整備目的のショウガが、またなんか栽培して、本当の目的に

使えないかということです。それから、そのほか一番これはいいんじゃないかと思ったのは、壱

岐でイチゴは結構栽培農家おられるようでございますが、そのイチゴの花芽出しというのは、あ

る程度の温度で数日間冷やしてやると、花芽の出がよくなるということと、時期がコントロール

できるということですね。そういうことが言えるようでございます。

ということは、これを俗にイチゴをつくる人のなんでは、山上げと言うらしいですけど、まあ、

こういう本当の施設がないところはそれをねらいとして、トンネルとか何とか利用してそういう

のをやっているというところもあるそうでございます。

壱岐のイチゴは「幸の香」というんだそうでございますが、福岡は「あまおう」についての例

は７℃で約２０日ぐらいやると、その芽出しをよく、花芽のつきをよくする、それから時期的な

コントロールをするということです。まあ、「幸の香」についてはどのくらいやったのかという

のは、やったことある人を私はつかまえることができませんでしたので、それはまた検討課題だ

と思いますが。

御存知のとおり、いい例が昨年は壱岐でつくっているイチゴ「幸の香」が一番必要とするクリ

スマスに、一番値のする正月前にそれに間に合わなくて、結局年を明けてからになったというこ

とは、昨年どうも聞くところによりますと、結構高温続きで花芽のつきがよくなくて遅れたとい
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うのが一つの原因らしいです。

そういうことで、福岡のその「あまおう」の例のように、この山上げといいますか、一定の温

度で、一定の期間管理してやることによって花芽のつきをよくするし、それから時期にあった栽

培もできるんじゃないかと、その一助になれるんじゃないかということでございます。まあ、あ

くまでも聞きかじりでございます私は。

そのほかに考えられるのは、スイートピー等の種とか花を保冷することによって、時期的な面、

それから花のつき等もよくするというなんもあるようでございます。これに関連することで、私

も素人なりに、ああ、イチゴとかスイートピーのつきがよくなるというなんを、ちょっと横道に

それますが、桜、桜というのは、やはり冬なら冬の寒にあわないと早く芽がでないということで、

あれ同じような理屈かなあということで、私もじゃあ、イチゴのなんていうのは、まあ、保冷と

いう意味があるんじゃなあということで納得したなんもあります。

それから、そのほかに考えられるのは、タマネギ、野菜類を保冷、保管するということ、それ

から、米のモミの種子とか何とかを、一定に何して貯蔵するというなんもあるかと思います。

そういうことで、広い意味で、以前も耕作放棄地を解消するために、なんか新しい作物をとい

うことで、市長に御検討をということで、ぜひ考えましょうということでしたが、実際に、具体

的にその後進んでいるのか私もチェックしておりませんが、そういう意味で新しい作物、ショウ

ガをそのままできればいいですけど、そのほかのなんでこれを利用するためというなんもありま

す。

そういう意味からも、ぜひどういうことで、今のこの貯蔵施設の状況を考えまして、市長がど

うお考えかということで、とりあえず御見解を伺いたいと思います。

○議長（牧永 護君） 瀬戸口議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） １７番、瀬戸口和幸議員の御質問にお答えします。

ショウガ貯蔵施設の利用についてということでございます。

済みません、現場を知らずに申し訳ないと思っております。現在、この施設では初山、志原地

区の方３名が１５０キロから２００キログラムほどのショウガの貯蔵に使用されております。

この施設は、旧郷ノ浦町で整備され、施設の設置条例第５条に「壱岐郡農協に維持管理を委託

することができる」となっておりましたので、合併前から維持管理を委託しております。

御承知のように、ショウガの作付面積が激減したため壱岐市農協では、利用率を上げるための

根菜類の貯蔵を検討されまして、タマネギを試験的に貯蔵されたそうでございますけれども、こ

の施設の湿度調整が不能であることから、ほとんどが腐敗し廃棄処分をした経緯がございます。

御指摘の有効利用につきましては、今イチゴの保冷とかスイートピーとかおっしゃいましたけ
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れども、利用率の上がる作物があるかどうか、農協と協議してまいりたいと存じます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 瀬戸口和幸議員。

○議員（１７番 瀬戸口和幸君） ＪＡに管理を委託しているということで、タマネギのそういう

貯蔵をされたということで、まあ、失敗されたということなんですが、まあ、それからしますと、

確かに私のあげたイチゴの山上げ的な苗床をするためには、やっぱりエアコン的な面は必要にな

るかと思いますね。からすれば、今電気はカットされておりますし、それから換気扇だけしかな

いということからすれば、冷房、エアコンを入れるためには経費もいるかと思いますが、まあ、

それらの設備をすればいいんでしょうけど、そのためには先程から一番有効じゃないかと思った、

そのイチゴ栽培農家の方が、じゃあ、やってみようかというなんも必要かと思いますが、そこら

付近も、そういう栽培農家の人の意見も聞くこともありますし、タマネギが腐敗した何とかとい

うことからすれば、換気扇だけだったということからすれば、ある程度エアコン的なものを入れ

てやればそれも持つんじゃないかと思いますし、まあ、先ほどから申し上げますように、本当に

需要があるのかということもあります。

だけど、最初申し上げますように、せっかく作った施設を有効利用できないかということなん

です。寸前に近くで、那賀のショウガ貯蔵施設の状況をなんすると、サツマイモ等を入れている

という話もありますし、いろんなあらゆる作物等を検討して、需要の関係もあると思いますが、

ぜひもったいないというなんもあります。なんか利用できればということで御検討をお願いした

いと思います。

次に、２項目目に移ります。

この４月にようやく、中学校統廃合が具体化するということで、その残った１０校のうちの

６校の残地施設等は、利用はどうなっているのかなということで質問したいと思います。

前置きとしまして、ようやくこの４月に統廃合が日の目を見るわけなんですけど、この件に関

しましては、合併当初から私、早くやってくれと、やれんのかということで、当初からおられま

した教育長にも、たびあるごとに申し上げまして、７年目にしてようやく具体化、日の目を見る

わけなんですけど、これに対しましては私としては早くやって欲しいということもありましたが、

教育委員会をあげてどうにかできるようになりまして、この場を借りまして、教育委員会への教

育長以下皆さんの御労苦に対して敬意を表したいと思います。

跡地利用ということで、実際今までどうなんだ。委員会を立ち上げて検討されるということは

聞いておりましたが、実際私たちの前にどういう進行状態かということが見えてきませんでした

ので、もうそろそろ聞いてもいいんじゃないかということで、今回にしました。

ということは教育委員会も、まず、本当に統廃合の具体化するということで一所懸命なられた
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ことで無理かなということで、今までは無理を申しませんでした。もうそろそろ聞いてもいいん

じゃないかということで、今回あげたわけでございます。

この件については、あした同僚議員も関連で質問をするようでございますが、私なりにお聞き

したいと思います。

先ほどから申し上げますように、跡地利用、跡地というか後の施設利用については検討委員会

を立ち上げられておりますので、それを実際に、どういう格好でも結構でございます、ぜひどう

いう状況か総括な説明をいただきたいと思いますが。

まず、その検討委員会とかでどういう方針といいますか、臨まれているのかということですね。

学校跡地ということで施設のこともあります、土地のこともありますので。市の公共施設として、

そのまま学校じゃなくて何で使うのかとか。それから、施設等を団体に開放する、地域の青年団

とか、婦人会とか、老人会とか、その外の倶楽部等に開放するとかいうのもあるかと思います。

それから、ＮＰＯ的な面、それから、個人への利用を開放するとか、いうこともありますし、

でなかったら大きくすれば、もしかしたらということで、民間に払い下げるという、そこらへん

もあるかと思うんですが。

それも含めまして、実際６校の概要を総括的に今の４つの、どれに当てははまるのが一番多く

考えられるかというのも含めまして、進捗の程度といいますか、具体的に今の案でどういうのが

あるということで説明いただきたいと思います。

それから後、今度実際に統廃合なんしますと、後の残りの処理といいますかその地元の要望、

それから市の状況もあると思いますが、それぞれの関連で、どういう手順で進めて行かれるよう

に考えておられるのか、それも含めまして御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいた

します。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） １７番、瀬戸口和幸議員にお答えをいたします。

廃校となります中学校の学校施設跡地等の利用の決定につきましては、基本的に次のような手

順で協議を進めてまいりました。

まず、各町の壱岐市中学校規模適正化統廃合準備委員会の総務部会、学校施設跡地等利用検討

部会というものを勝本町、芦辺町、郷ノ浦町にそれぞれつくりました。そして、勝本町、芦辺町

につきましては、それぞれ７月に実施をいたしました地域住民の方々へのアンケート調査をもと

にいたしました。そして、郷ノ浦町では６月から１１月にかけまして、関係公民館長さんが、地

域住民の意見等を聞きながら取りまとめた利用法方等に関する意見をもとにいたしまして協議を

行い、部会の案ということでまとめていただいております。
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その部会案を、その上部の会になるんですけれども、準備委員会でさらに協議をしたうえで、

活用に関する準備委員会の案としての要望を決定をしております。準備委員会で決定された案は、

要望は、壱岐市教育委員会で取りまとめまして、市長部局へ提出をいたしております。この各町

の準備委員会の案の具体的な協議につきましては、活用方法等、市長部局との協議に入る段階に

入っております。

具体的に今から各町の状況を申し上げてみたいと思っております。

まず、郷ノ浦町についてですけれども、渡良中学校、沼津中学校、初山中学校の運動場及び体

育館につきましては、維持管理を教育委員会で行いながら、これまで同様地域で利用できるよう

要望するとなっております。また、校舎につきましては、三つの地区で要望内容をさらに精選・

集約・具体化をいたしました上で、３地区が一緒になって壱岐市当局と交渉をしていくという状

況になっております。

勝本町の鯨伏中学校では、運動場・体育館ともに現在と同様の使用ができるようにして欲しい

という要望でございます。特に運動場につきましては、地区民グランドとしての位置づけをして

いただいて、管理は教育委員会で行うことが要望をされております。

鯨伏中学校の校舎につきましては、アンケートや公民館長会でも具体的にこのように利用をし

ようという声が上がっておりません。それは特に隣に鯨伏小学校がございますので、他の施設へ

の転用等もふさわしくないというお考えがあってのことで、特に利用はしないという結果になっ

ております。

最後に芦辺町の箱崎中学校、那賀中学校についてですけれども、運動場・体育館ともにいずれ

も維持管理を教育委員会で行いながら、これまで同様、地域で使用できるようにし、運動場につ

いては地区民グランドとして位置づけ、ナイター設備を設定していただきたいという要望が出て

おります。

校舎につきましては、両校ともに老朽化等の状況を考慮したうえで箱崎中学校では、比較的新

しいランチルーム棟を利用するとともに、校舎東側の技術室がある建て増し部分を、地域の学童

保育の場として利用をしたいという意見が出ております。那賀中学校は、比較的新しいランチ

ルーム棟のみを利用することを要望するということになっております。

ここで郷ノ浦町の３地区の校舎利用が、具体的なことを言っておりませんので少し御説明をさ

せていただきます。

まず、渡良地区の校舎の利用についての御希望がございまして、カルチャーセンター、学童保

育ができる施設、地区民センター、養護老人ホーム、６０歳以上の人の憩いの場、健康の場、子

供の合宿の場等々が出ております。

そして、沼津地区では同じく校舎ですけれども、地区民センター、沼津地区民具展示場、長岡
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秀星の館の開設、沼津地区の偉人館、地域活性化の施設、これは島外からの転入移住者で農水産

業を営む人の住宅等に使って欲しい。また、道の駅的なものという御希望もございました。

そして初山地区は、校舎は建て替え時期にある初山保育所を移転して欲しいということと、同

じく建て替え時期にあります初山事務所の移転がよくないかという案、そしてカルチャーセン

ター、老人会、青年団、婦人会、青年会の各種団体の憩いの場等々が出ておりまして、このただ

いま申し上げましたことを３地区でもう少し精選をして、壱岐市当局と交渉に当りたいという段

階になっております。

特に、地域の方々から多くの要望がございます体育館、運動場につきましては、御要望どおり

教育委員会が社会教育施設にして、今までどおり御利用いただくのが一番いいのではないかと思

っておる次第でございます。

それと、今後の残った施設の使用の基本的な考え方でございますが、保護者や各地区の公民館

から出されました御要望につきまして、議員御指摘の利用計画実施要領的なものの作成とか、社

会教育施設への移管をするための諸手続きを含めまして、今後市長部局と教育委員会で協議を進

めてまいりたいと思っております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 瀬戸口和幸議員。

○議員（１７番 瀬戸口和幸君） 各地区ごとの、今の段階の説明をいただきました。

大綱的には運動場とか体育館等は教育委員会で管理して、それぞれの地域に使っていただきた

いということのようでございます。

ただ、どうも校舎等についてはそれぞれ地区ごとに特徴があるようでございます。地域の団体

に使用させて欲しいというのが大綱的なようでございますが、ということは運動場、体育館が教

育委員会で管理していくということになりますと、特に体育館等については、今までどおり補修

とか何とかがあれば見ていかないかんということで、そこら付近が教育長が言われる市長部局と

の調整のこともあると思います。

それから、同じく教室についても、それぞれ地域の団体に使用してもらうわけですから、いろ

んな面で管理という面では面倒見なきゃいかんだろうと。自分らでやってくれというわけもいか

んだろうと思われます。そこが大きくまた出て来ると思います。普通に考えますと、学校であれ

ば国・県からそれなりの補修、整備については出てくるんだと思いますが、それも合わせまして、

実際今度払い下げになった校舎等、「払い下げ」という言葉訂正します。跡地ということになり

ますと、もう地域で、市独自で使うとなると、今まで学校施設として国とか県のあらゆる面での

補助は、施設の管理という面ではないんじゃないかと思いますが、そこら付近もどういうことに

なっているかをお聞きします。
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それからもう一つ、今は各地域の検討委員会から上がってきているわけですが、地域のために

使うということなんですが、１つ項目を入れておりました。俗に言う払い下げですね。本当にま

とめて施設、跡地等欲しいところがあれば、払い下げも可能なのかどうかと、そこら付近もわか

っておりましたらお聞きしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 払い下げ等々の件でございますが、これは今後の市当局との交渉の結

果になろうと思います現段階では、払い下げということに直結するような項目はないのではない

かと私は思っております。

特に教育委員会として考えておりますことは、平成２６年度の国体等々もありまして、今までど

おり市民の皆様に親しんでいただけるスポーツ環境というものが必要だと思っておりますので、

今までどおりのグラウンドの使用等々は、我々教育委員会としては大きく考えておるところでご

ざいます。

また、議員がおっしゃいますように、学校施設ではなくなりますので、補助金等々の問題も出

てきますけれども、社会教育施設としての位置づけをして動きたいと思っておりますので、そこ

ら辺はまた勉強させていただきたいと思っております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 瀬戸口和幸議員。

○議員（１７番 瀬戸口和幸君） まあ、今、教育長の意見では社会教育の一環として何していれ

ば、従来の学校教育と同じようななんで国、県等の補助をもらえるんじゃないかというような含

みぐあいでございますが、それができれば幸いですが、その辺を調べられて可能かどうかという

ことも、まあ市長部局とも絡んでくると思います。そのほか、あと管理の面で大きくとらえまし

て先ほどの何では体育館、グラウンドについては教育委員会で管理する。あとじゃあ、教室とか

何とかはどうなるのかということになると思うんですね。じゃあ、市長部局の管財のほうでやる

のかどうかという、そこら付近も私もちょっとわかりません。そこら付近もありますので、非常

に統廃合はできたけど、あとの施設を活かしていくためにも結構経費はかかる、管理の面ですね。

今までどおりの学校施設としてならば、国、県等の何も期待できたんだけど、地域のためにでき

るだけ使ってもらうためには、市としてどうも、あと管理していくとなれば、非常に負担になる

ような気もするわけですけど、そこら付近はおいおい詰めていかれると思いますが。

それから、払い下げについても管理できなきゃ払い下げもということになればできるのかどう

か、ちょっと制度的にも教育長は、はっきりしないというようなことでございましたが、行政財

産になるんじゃないかと思うけど、それは払い下げはできないことはないんでしょうけど、今度
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の中学校の何が国、県の補助の対象になっとれば、それの実際耐用年数と言っていいのかどうか。

そこら付近もあるんだろうから、簡単にいかないんじゃないかと思いますから、からみましてで

すね。

あと、先ほどから申し上げましたように、この件に関しましては、明日同僚議員も質問するよ

うでございますので、彼のほうにも少しは残しておかないけませんので、この程度で終わります

が、そういうことで大変でしょうけど、あと、地域住民のために、あとの施設、土地等が有効に

利用できますように進めてほしいと思います。

先ほどの、市長、１項目目に戻りますけど、私なりにいろんな農家等の希望があって需要があ

ればということで、それなりの何で、ぜひ進めてほしいということで私なりにいいほうに解釈し

ましたけど、そこら付近の何をちょっと検討していただけるかどうか、市長の見解をお願いしま

す。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） お答えします。投資を伴わないところでの有効利用はできないのかとい

うことで、まず考えてみたいと思います。やっぱり、エアコンなどを入れる。将来、それが費用

対効果、貯蔵と見合うのかといったこともございますが、現状で何か利用率が上がることができ

ないのかということを、まず第一義に考えていきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 瀬戸口和幸議員。

○議員（１７番 瀬戸口和幸君） 現状でとなると、もう先ほどから申し上げますように、電気は

カットされておるということで換気扇だけがあるということからすれば、一番私が有効がないか

と何した苺の山上げをしたり何かすれば、やはりエアコンを入れないかんじゃろうと。だけど、

先ほどから申し上げますように、全部施設にならして全部入れるとなれば、大きくなりますが、

４畳半的な何で部屋に分かれておりますので、とりあえず１室ずつ、２室とかですね、何すれば

そうたくさん経費は要らないと思いますので、ぜひ市長の答弁ですので条件を今の何とかでとな

ると、非常に何ですが、少しずつ整備していって需要があればという何で、やはり準備しないと

やってみようかという人も出てこないと思いますので、そのとっかかりとして少しでも進めてほ

しいと思いますが、どうでしょうか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 営農のプロでありますＪＡと協議の結果ということでしたいと思ってお

ります。
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〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 瀬戸口和幸議員。

○議員（１７番 瀬戸口和幸君） じゃあ、そういうことで協議していただいて、前向きに検討を

進めていただきたいと思います。

以上２点、私の質問を以上で終わります。ありがとうございました。

〔瀬戸口和幸議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって、瀬戸口和幸議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） 次に、７番、今西菊乃議員の登壇をお願いします。

〔今西 菊乃議員 一般質問席 登壇〕

○議員（７番 今西 菊乃君） お昼の大変眠い時間になりますので、ちょっと声を高らかに申し

てみようかとも思いますが、答弁はおとなしくて結構でございます。

通告に従いまして、大きくは２点、市長にお尋ねをいたします。

また保育所かと思われているかもしれませんが、どうしても保護者の方が不安だとおっしゃい

ますので、６月にしようかと思いましたが今回させていただきました。平成２２年度の国勢調査

で、市長の施政方針の中でおっしゃいました、本市の人口は２万９,３７３人になったというこ

とでした。せめて、３万人を切らないようにと島民みんなそう思って頑張ってきたところではご

ざいますが、これも時の流れでいたし方のないことかと思います。

そして、間もなく島内の２つの高等学校を卒業した若者が、この島を出て行きます。ほとんど

が残らないように聞いておりますが、非常に寂しい思いがいたします。そして、また高齢化率も

高く課題が山積し、先行き非常に不安な状態であります。

その中にも明るい話題がございました。ことしの出産数が、予定よりも３０人上回る見込みに

なっているということです。今度の補正予算で、出産祝い金の増額も上がっております。特に、

第３子が生まれている。近年は、なかなか一人っ子とか二人っ子とかいうのが多かったんですが、

第３子が生まれているというような話でございました。昔から、３人産まなければ親の恩はわか

らないと言われているように、３人を育てていくのが一番大変だということです。幼少のころは

手もかかります。しかし、昔に比べれば大変育てやすくなっているとは思います。期待の子ども

手当もございますし、子育て支援もございます。必要であれば、ゼロ歳児からでも保育所に入所

できます。保育料も、第２子、第３子と緩和されておりますし、幼稚園もおかげさまで預かり保

育をしていただいております。子育ての環境は、以前に比べると本当によくなったと思いますの

で、昔のような苦労はすることはないと思います。そして、恐らく今年度に生まれた赤ちゃんに

も、おそくとも二、三年内には、ほとんどが保育所や幼稚園に入所するようになるのではないか
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と思います。保育所も、昨年から定員増になっております。それで、それほど待機児童が出ない

とは思いますが、しかし年齢や地区によってはまだまだ待機児童が要るようです。

ここで問題になってくるのが受け入れ体制です。中でも、保育士の不足ということです。昨年

と比較してみますと、幼稚園の入園予定数は減です。園児数は変わっても、クラス数は変わりま

せんので保育士の数はそのまま変わらないと思います。保育所の入所数は増です。特に、低年齢

の入所者が多くなっております。３歳児未満の子供を多く受け入れるということは、保育士が多

く必要になるということです。１歳児未満が子供３人につき１人の保育士、１歳から３歳までが

子供６人につき１人の保育士ということですので、保育士の数も多く必要となるということにな

ります。昨年に比べれば、職員の増員をしなくてはならないようになっている状況だと思います

が、本年度の予算を見る限り、有資格者の保育士の数はふえていないように思います。ましては、

正職員は少なく嘱託職員と長期臨時職員で賄っているのがことしの現状です。市長は先般の質問

に対し、クラス担任は臨時職員は好ましくないと思っているという御意見でございました。保育

所の意見も、資格はあっても経験と責任の度合いが違うではないか、報酬もかなり違うので気の

毒で臨時の先生にはなかなか言いにくい、もしも事故のことを考えると臨時の先生の現場での責

任を追及ができない、せめて嘱託職員さんにでもしてもらえたらもう少しは保護者も安心して預

けることができるのにというようなお話がまいりますにもかかわらず、２３年度は長期臨時の保

育士をクラス担任に入れないと足りない状況であると思います。幼稚園も、臨時職員の担任を持

ってらっしゃるところがあります。また、勝本保育所と石田保育所はゼロ歳児クラスに、これは

看護師が必要となる数になっていると思いますが、武生水だけで石田と勝本は看護師がいない状

態だと思います。この件も含めて、正規嘱託職員の募集は今年度はなさらないのか、どうなって

いるのかをお尋ねをいたします。

２項目が、幼稚園給食の取り組みとか、幼稚園、保育所数の見直し、今後の２つの施設のあり

方についてお尋ねをいたします。

２２年度まで幼稚園の中で、石田幼稚園のみ副食の給食を行っておりましたが、２３年度から

廃止になります。給食センターを一本化するという取り組みの中で、石田町の保護者は仕方なく

承知はいたしております。それはよいのですが、副食の給食があって石田でよかったことと言え

ば、もちろん保護者は弁当をつくる手間が省けて助かります。そして、弁当だとどうしても同じ

ものに、子供の好きなものに偏ってしまって栄養のバランスがなかなかとれなくなります。幼稚

園給食は、保育所の給食と違って刻み食ではなく小学校の給食のメニューで、小学校給食を量を

減らしただけで幼稚園で給食をしていたということから、小学校に入っても給食に慣れているの

でスムーズにいくと、このような話を小学校の先生からいただいていると。このような利点があ

ったわけです。今までに、ほかの幼稚園でも石田でこんなに副食給食していいんだから、ほかの
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ところも取り組んでもらえないかという要望は、保護者から毎年幼稚園を通じて上がっていると

思うんです、聞かれていると思います。でも、なかなかその実現にいたらない。ことしは、９月

から石田の給食センターが閉鎖されます調理器具の一部は三島に行くようになっていると思いま

すが、まだ石田の給食センターは非常に新しいんです。それを、そのまま閉めておくというのも、

非常にもったいない気がいたします。そこを利用しての幼稚園給食はできないのか。それとか、

石田が行っていたように学校給食の中に幼稚園分の給食数をふやすわけにはいかないのか。それ

でなければ、外注、民間委託という方法もあると思いますが、どのようにお考えなのかお伺いを

いたします。

そして、今後の幼稚園と保育所のあり方についてですが、２１年の９月に質問いたしましたと

き、市長は今後の取り組みについてアンケートをとり１年間研究させてくださいと答弁をなさい

ました。１年は経過いたしましたが、２３年度から変わっている様子は見当たりません。保育所

を年齢複式クラスに編制したり、そういう苦肉の策をとられているようですが、昨年とほぼ同様

であります。また、認定子ども園、国が今まで進めておりますが、紆余曲折がありまして、なか

なか国のほうも決断を出さずにいます。だからと言って、足元にある保護者の要望を聞かないと

いうわけにはいきませんのでお尋ねをするわけですが、市の財政を考えれば経費削減もしなけれ

ばなりません。それには、少人数の幼稚園、保育園、これを集約するとか統合するとか、そうい

う必要があるのじゃないかと思います。それが一番の人件費と経費の削減になると思います。特

に幼稚園を見てみると、２クラスで３０人以下の園が５つあります。半分あるわけです。そこに、

正規の職員を２人と臨時職員１名となっております。２クラスあるので、この職員の配置はやむ

を得ないことだと思いますが、ここら辺を統合すれば、まだまだ施設とか職員とか、そういう経

費節減になっていくのではないかと思います。そして、保育所も４歳児、５歳児、この子供たち

を幼稚園に入れるようにすれば保育所にもあきができるわけです。低年齢の子供も、もう少しは

受け入れられるようになると思いますが、その４歳児、５歳児を幼稚園にあげるというのが保護

者のネックになるのが今は弁当だと思います。前は、預かり保育がなかったからですね。でも、

預かり保育をなさるようになって大分移動していらっしゃいます。あと残るのは弁当だけになっ

ているわけです。給食をすれば、まだまだ幼稚園に移る可能性があるのではないかと思います。

考えてみますと、認定子ども園、認定子ども園と国は申しておりますが、よくよく考えてみます

と、幼稚園に副食給食すれば認定子ども園の保育所型と同じような形になるわけです。こういう

考えもありますが、市長の思いをお聞かせください。

○議長（牧永 護君） 今西議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ７番、今西菊乃議員の御質問にお答えいたします。
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お答え申し上げる前に、本当に２万９,３７３人になりまして、非常に残念に思っているとこ

ろでございます。その中で、壱岐高校はここには出しておりませんが、商業高校につきましては

２３人の方が壱岐に残ってくれるという明るい情報も聞いております。それから、子供が確かに

２５０人を超える出生があったということで、本当にうれしく思っています。３人以上を生むと

いうことを、私は４人持たせておるわけでございますけど、今西議員は３人以上ですかね。それ

は置きまして、まず幼稚園の園児数の減少に伴います職員の配置のことと思いますが、御指摘の

ように幼稚園児の数につきましては全体で２２年度が３５２名、２３年度予定で３４１名という

幾らか減少をいたしておりますけども、うち長期預かり園児数は１６０人前後で推移をいたして

おるところでございます。特に、預かり保育職員については、平成１９年まで長期臨時職員２人

より対応しておりましたけれども、２０年度からは１人としておりまして園によっては職員を含

めて３人となりまして、園児や保護者からのさまざまな対応等に支障が出ておりますので、現職

員数を増やして小学校入学前の大切な幼児教育の充実を図る必要があると考えておるところでご

ざいます。また、このように平成２３年度の入園希望者は幼稚園では定員の約半数程度にとどま

っておりますが、一方で保育所は定員をオーバーしている現状にあります。核家族化の増加と女

性の社会進出等の影響もあって、給食の実施や平日及び土曜日の終日、長期休業のない保育の実

施が求められているものと分析いたしております。

さて、平成２３年度の入所希望者は５２２名に対しまして、保育士の数が不足するため嘱託職

員の募集を行いましたけれども、現在、長期臨時として勤務されている職員の応募が主な応募と

なりまして、必要数に達しなかった現状にございます。約６名の不足数に対しましては、随時募

集を行いまして必要保育士数の確保をすべきと考えております。現在は、ハローワークを通じま

して無資格の保育助手も含めて募集を行っております。これは、無資格でございますから保育助

手は長期臨時職員ということになると思っておりますけれども、４月１日からの保育に対応でき

ますように準備を進めているところでございます。

次に、幼稚園の保育所数の見直し等についてでございます。失礼しました。幼稚園の給食の取

り組みでございますが、石田幼稚園の給食廃止につきましては、平成２２年１１月５日に石田幼

稚園におきまして保護者に対しまして、壱岐市学校給食センターの統合により廃止させていただ

くことを御説明したところでございます。石田給食センターを利用して給食をとのことでござい

ますけれども、厨房備品等につきましては原島の給食施設に移すこととしておりますので御理解

いただきたいと思います。学校給食センター一本化に御協力をお願いいたしたいと思っておりま

す。

ところで、合併８年目を迎えたわけでございまして、石田幼稚園は現在まで副食をやっており

ました。この際、やはり他の幼稚園と同じように、石田幼稚園につきましても足並みをそろえさ
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せていただきたいと思う次第であります。その辺について、非常に保護者の方御不満もあるかと

思いますけれども、御理解をいただきたいと思う次第でございます。

次に、幼稚園、保育所の数の見直し等についてでございます。確かに、へき地保育所を初めと

いたしまして、大変数が少ないところもございます。その辺も考えなければいけないと思ってお

りますけれども、国の諮問機関であります幼保一体化ワーキングチームの第７回会合。これは

２月２４日にございました。具体的な制度設計が検討されております。この会議の中で、市は地

域のニーズ等を調査・把握し、子供・子育て支援に関する５年程度の計画、新システムの事業計

画、仮称でございます。を策定した上で、支援提供体制を計画的に整備するものとされておりま

して、子ども園、これも仮称でございますけれども、子ども園制度の創設や二重行政の解消もあ

わせて議論されていると聞き及んでおります。また、壱岐市のような人口減少地区においても、

財政措置の一体化及び強化によりまして、先の事業計画に基づき既存施設の子ども園への移行を

推進するとされているために、将来的には幼稚園・保育所の大胆な施設数や運営方法の見直しな

ど改めて御審議いただく場合もあると考えております。国の方針決定を慎重に見守りながら、市

民ニーズに添った幼稚園・保育所の運営方法について本年４月から新設をいたします子ども家庭

課、この子ども家庭課におきまして幼保一体化の改革に向けて取り組んでいきたいと思っており

ます。現在では、国の動向を見たときに手探り状態でございます。動向を見なければ、勇み足を

してもいけませんので、その辺も十分に考えていきたいと思っております。

先に保育園の給食について、国もアウトソーシングを認めるといったようなことを言われてい

ますけど、まだ決定をしておりません。私は、このアウトソーシング給食施設がない保育所がで

きれば、幼稚園もそれに近づいていくんじゃないかと。それは、もう議員御指摘のとおりでござ

います。そういうふうにやりたいと思っております。いずれにいたしましても、議員御提案のよ

うに幼保一体化について、子ども家庭課に頑張らせたいと思っておる次第でございます。

御存じかと思いますけれども、保育士が担当できる幼児の数はゼロから１歳未満につきまして

は幼児３人につき１人の保育士、１歳から３歳未満につきましては６人に１人、３歳から４歳以

下については２０人に１人、５歳以上は３０人に１人ということでございまして、ゼロから１歳

未満につきましては３人に１人でございますけど、合わせて９人以上になりますと１人の看護師

がつかなきゃならんというふうになっておりまして、非常にマンパワーが必要になってまいりま

す。それと、（発言する者あり）そうですか、それについては先ほど申されますように給食、そ

ういったものが提供できれば、確かにそのことと今保育園に通っております子供の２歳児の半額、

３歳児の無料とかいった、そういったものを一体化することによって誘導できるのではなかろう

かと思っているところでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 多分ですね、国の動向を見てというふうに答えられるだろうとは

思っておりました。今、国の動きがはっきりしない限りなかなか地方で勇み足ということはでき

ないと言われるのはわかります。でも、現状はやっぱり保育士さんが足らないわけです。じゃあ、

６名、今現在２３年度は６名不足すると、それは随時募集をしていくということですね。これは、

しかし無資格者でもいいということですね。有資格者でなくてですね。でないと、なかなか壱岐

市の雇用条件を見て、長期臨時とか嘱託の条件ででは本当に保育士免許を持っている人が来ない

と思うんです。子育て支援は日本全国言われておりますので、都会の人たちはもっと条件のいい

ところへと求めて行きますので、なかなかうちのこの雇用条件は厳しいものがあって、乗り越え

られるのかなという懸念はいたします。それは保育士に限らず、いろんな女性がかかわる介護士

とか保健師とか看護師とか、そういう面も含めてこれでいいのかなという気はいたしますが、そ

れはまたこの次にいたしまして、とにかく不足の分は何とかして補っていくということですね。

で、もう今年も長期臨時職員が担任を持たなければならない状態になることは、これは避けられ

ないんですか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 現場で調整をして、それは避けることができるということでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） ひとまず、１点クリアーでございますので、それはよしといたし

まして、不足の保育士さんに関しては随時募集をしていただいて、うちが足りないという状態だ

けはつくらないでいただきたいと思います。でないと、やっぱり今の若いお母さんたちは、自分

で子育てするのも不安ですが、預けるところがちゃんとしていないと、もっと不安が募るわけで

なんです。だから不安ですとおっしゃられるんです。で、幼稚園の給食に関しましても、これ石

田はですね、市長、石田の保護者は納得はしてるとです。できないなら、できないで仕方がない

と、それで了解はしてあります。だから、石田の保護者が言っているから給食をと言っているわ

けではございませんので、そこのところは誤解をなさらないようにしておいてください。幼稚園

給食を始めれば、私の考えとしては、幼稚園給食を始めて４歳、５歳の子供は全部幼稚園にやっ

て、本当は幼稚園教育をしてほしいんです。保育園じゃなくてですね。いや、同じようなことを

しているじゃないかと言われますが、幼稚園の教育と保育園では違うんです。これは、小学校に

入学させたときに、その違いが明らかであるというふうに言われますので、せめて４歳、５歳。

せめて５歳なりとも、幼稚園教育という思いでこのような質問をしているわけですので、そこの
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ところは誤解なさらないでいただきたいと思います。本当に、市も財政状況が厳しい中に、今保

育士さんだけで１２０人以上必要になってくるんだと思います。幼稚園と保育所と合わせてです

ね。園児数は、両方合わせて１,０２０人程度になると思うんですね、保育所と幼稚園で。

１,０２０人ぐらいに対して、１２０人ちょっとの保育士さんが必要に、今の状態では必要にな

ります。で、施設も老朽化しますので、だんだん経費もかかってくると思うんです。国の計画で

５年内でということで、子ども家庭課もできておりますので、そこで早急に検討していただきま

して幼稚園、保育園については保護者が安心して預けられて、そしてちゃんとした幼児教育がで

きるようにしていただきたいと思っております。それはお願いをいたしまして、すぐの答弁はで

きない、結果は出ないと思いますので、国の動向に合わせて進めていただきたいと思っておりま

す。

次に、液肥不足の対策についてお尋ねをいたします。

壱岐市の基本的な環境整備は、平成１７年度壱岐市一般廃棄物処理施設整備検討委員会。これ

の答申に基づいて計画され、現在整備されていると思っております。当時、私は一般廃棄物処理

施設整備検討委員会の、これを傍聴に行ったんです。当時、これは処理施設のじゃなくて、本当

これ焼却場が非常に問題になっていたときで、そのことを聞こうと思って傍聴に行ったんですね、

何回か行きました。その中で、そのときにし尿処理施設に対しては、石田の自給肥料供給セン

ターはまだ使用できるので存続をする。芦辺の自給肥料センターは老朽化しているので閉鎖する

と。勝本の新しくできる施設は、し尿のみの液肥化をするというような話があっていたと思うん

です。しかし、その答申としては国、県の指導というのが、それに基づいて答申は出されている

んだなという思いがいたしました。そこで、同僚議員の石田自給肥料供給センターについての質

問がございましたが、前市長は石田町のは存続すると答弁されましたし、白川市長は平成２２年

３月の質問に畜尿が不足するので、２２年度中に調査研究をすると答弁されて、１２月の質問で

２４年度には壱岐市汚泥再生処理センターが完成し、壱岐市のし尿浄化槽で下水道汚泥はすべて

そこで水を処理されることになりますと、勝本自給肥料供給センターが市内全域の畜尿専用の液

肥製造施設として稼働するようになり、石田での現状の存続はできないというふうに答弁なされ

たと思います。その、壱岐市のし尿は、壱岐市循環型社会推進地域計画によって、すべて壱岐市

汚泥再生処理センターで処理をするようにということで、国の承認をもらって、許可をもらって

いるので、最初は計画どおり実行しなければ国との信頼関係がなくなるということで、今どうこ

うは言えないという答弁だったと思います。

ここで、環境に対してはそれでいいと思うんですが、ここで問題になってくるのが液肥不足が、

かなりの液肥不足が生じるということです。今でも、農家は液肥の散布が五、六カ月待ちとなっ

ております。私のところで、ある農家では、これは大型圃場だったんですが、面積も広かったた
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めか１年待ったということでありました。現在、液肥は、現在は勝本・芦辺・石田の自給供給肥

料センターの３施設でできておりますね。そして、年間１万９,０００トンぐらいだと聞いてお

りますが、平成２４年度からは８,０００トンになるわけです。今でも不足しているのに、半分

以下ということになります。これでは、余りにも需要と供給のバランスがとれないんではないか。

既存の施設を利用してでも、何らかの対応策を講じて液肥をつくる必要があるのではないかと思

います。石田自給肥料供給センターは、１２月に同僚議員が言われたように、耐用年数は過ぎて

も地盤や建物は非常に強く、貯水槽と成熟槽はかなりの期間使える、半永久的にでも使えると。

機械器具を更新すればよいので、多額の経費をかけることはなく使用はできるということを言わ

れておりました。これは私たちも、あの施設ができたときに視察に行って、前担当者とか前町長

が自信を持ってそういうふうにおっしゃっておりました。新規に施設をつくるということには、

財政的にもそれはできませんので、既存の施設を利用して何かいい方策はないものか。現状のま

ま、しばらくそれを使えと言えば、それが一番いいことですが、１２月の市長の答弁ではいまさ

らできそうにもございません。１７年の壱岐市廃棄物処理施設整備検討委員会、このあった時期

は石田と芦辺のみで液肥ができておりました。そして、需要がこの２施設でも今ほどではなかっ

たんで、特にこの芦辺の施設では過剰気味であった。そういう状態があったものですから、検討

委員会の中でも勝本の８,０００トンで間に合うのではないかというようなことではなかったの

かと思います。しかし、わずか５年の間に社会情勢が変わりまして、化学肥料が高騰いたしまし

た。そして、有機肥料の必要性が言われるようになりました。求められるようになりました。検

討委員会の中で、わずか５年でこのような社会情勢になろうとは、だれも想像していなかったと

思います。今、この検討委員会があるならば、もっと違った方針が出されたかと思いますが、計

画は計画であって社会情勢に合わせて方向を変更していくべきではないかと思いますし、また国、

県への働きかけもしていただかなければならないのではないかと思います。そして、市長は生ご

みの堆肥化を約束をされておりました。畜尿が不足する分、生ごみをバイオマスで液化するとか、

何とかほかの方法で液肥をつくることはできないのか。早急に考えていただいて、市民の要望に

こたえていただきたいと思うのですが、市長のお考えをお伺いしたいと思います。液肥に対しま

しては、環境の問題だけではなく農政でも取り組んでやるべきだと思います。石田町は、あの施

設をつくるのは農林省の補助金を使ってやったと思っております。市長のお考えをお聞かせくだ

さい。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 今西議員の質問事項、液肥不足の対策についてということにお答えをい

たします。
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議員もおわかりのように、これは今進めておるのは液肥対策ではなくて、し尿処理のあれは環

境の仕事であると。それは、議員おわかりのとおりでございます。それを、平成１７年の計画の

ところに帰れと。しかしながら、これは既にそのときの事業計画で進んでおるわけでございます。

それは、まず御認識いただいているはずでございます。平成１７年当時は液肥が過剰ぎみだった

と、今の肥料高騰は予想できなかった。そのとおりだと思います。しかも、私は今後肥料が安く

なるとは絶対思っておりませんが、それを言葉を返してみると今から将来、極端に言いますと

３０年後考えたときに、今のように液肥がいるのかということにもつながりかねないと。今から

３０年後に牛がどれだけいるやろうかということは、やっぱなかなか予想はできないと思ってお

ります。それは、たくさんふえてほしいです。ふえてほしいですけど、どうなるのかなというこ

ともございます。そういうことがございますけれども、一応お答えいたしますけれども、平成

１７年に基本計画を策定して進めておるところであります。これによりまして、し尿・浄化槽汚

泥等につきましては、平成２４年度から汚泥再生処理センターで処理することになります。施政

方針の中で申し上げたところでありますが、その中で畜尿は勝本町自給肥料センターで、市内全

域の畜尿専用の液肥の製造施設として稼働を予定しております。近年の牛舎は、畜尿が敷料に吸

収されるようになっておりますことや、養豚農家の減少によりまして原料不足が予想されます。

この状況を踏まえまして、関係する部署によりプロジェクトチームを組織しまして、下部内でご

ざいますが、畜尿・生ごみ・焼酎かすの処理及び液肥の需要と供給状況の調査及び協議する中検

討を重ねまして、生ごみの処理についても堆肥化ではなくて焼酎かすを合わせて液化することに

しております。これは、今のし尿を勝本の施設に搬入をしておるのを、し尿を生ごみに原料を変

えるということで、地元の同意もいただいておるところでございます。

畜尿の収集状況でございますけれども、石田と勝本町内のみで行っておりますけれども、その

収集量は年１,６００トンであります。今後、郷ノ浦町及び芦辺町内の尿だめ未設置の畜産農家

に設置の補助を行いまして、市内全域の畜尿収集の取り組みを進め、その収集できる畜尿の量と

して４,０００トン程度が予想されます。そのため、不足する原料の畜尿に焼酎かす及び生ごみ

を加えることで、年８,０００トンの処理を確保して、今後とも液体肥料としての御利用をいた

だく方向で進めてまいります。石田町自給肥料供給センターの活用につきましては、原料の確保

の問題及び受け入れ槽の改修、生ごみを破砕する前処理施設等の整備に多額の費用を要します。

今回、勝本町の施設についても多額の資金が必要となります。現時点では、なかなか考えられな

いところでございます。石田町の再開については考えられないと思っております。

実は、先ほど申しますように、液肥をつくると、いわゆるし尿処理、いわゆる衛生、環境衛生

という意味ではなくて、液肥をつくるという立場で、ここをもし改造するとなりますと、いわゆ

る今１,８００リットルですか。で、３００円で配布しておりますけど、そうなりますとそれは
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やはりその肥料成分と、現在のいろんな金肥といいますかね、肥料の成分を合わせたところで価

格を設定しなければいけないとなりますから、私はもしもそれをつくったとしても、それは

３００円という料金ではとてもやれないと思っているところでございます。

また、１２月１３日に議会厚生常任委員会で御説明いたしましたように、現在、家畜尿

４,０００キロリットル、生ごみ１,０００キロリットル、焼酎かす３,０００キロリットル、合

計８,０００キロリットルで勝本を計画いたしておるわけでございますけれども、さっき申しま

すように４,０００キロリットルの家畜尿というのは、なかなかこれは収集が難しいんじゃない

かと思っています。ですから、ぜひ生ごみ、この１,０００キロリットル、実は生ごみは

２,８００キロリットル、４割あるといたしましてですね、年間７,０００トンでございますから、

２,８００キロリットルの生ごみが予想されるわけでございます。これを、全部入れるとすれば、

この勝本町の自給肥料供給センターも８,０００トンの確保ができると思っています。ですから、

私はぜひ生ごみを液肥とするといったわけでございますから、ぜひ今まで生ごみ処理についての

環境団体の皆さんとか、議員の皆さんとか、そういった方はぜひモデル地区に名乗り上げて出ら

れて、公民館で生ごみの収集のリーダーシップをとっていただきたいと思っておる次第でありま

す。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 確かに、その当時石田町あたりの計画したときに比べたら、もう

畜尿が非常に減って思うように、予定よりもはるかにはるかに減っていると思います。養豚もで

きなくなりましたから、その原料不足ということはわかるわけです。しかし、石田の場合は、農

家で液肥の散布をしているのは、本当、畜産農家の飼料作物というのが一番多く使われているん

じゃないかと思うんです。全部が全部その必要だと言っていらっしゃるわけではないんですが、

その畜産農家の飼料作物に散布をするのは、どうしても畜産にコストをかけられないということ

で、それと液肥が速効性があるわけです。水稲あたりは堆肥を入れて、来年、再来年ということ

が考えられても、牧草は速効性が要るわけです。だから、今までずっとずっと液肥ができる前は

化学肥料を使われていた。で、コストはかかる。土地は痩せてくると余計に入れなくてはならな

い。そうすると、本当に農家の経営として成り立たせていけなくなるわけですよね。それで、ど

うか液肥をできないものか。で、せっかく既存の施設があるのだから、何とかほかの方法を考え

てでも低コストでできる方法はないものかというのが、農家の方の望みなんですね。どうしても、

今でさえ５カ月、６カ月待ちなのに、勝本の８,０００トンになると、もう芦辺町のもできなく

なりますからね。

半分以下になると、もう１年に１回か、２年に１回になってしまうわけですよね。それでも、
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肥料として農家の足しになっていかないということで、何とか既存の施設の利用ができないもの

か。でも今の市長のお答えですと、なかなか再開は難しいと。なかなか妙案がないということで、

いたし方ないという御答弁だったと思います。よろしいでしょうか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 先ほど申しますように、この液肥の問題とし尿処理計画とは私は別の問

題だと、今のし尿処理は平成１７年に決めて計画が進んでいるんだと。ですから、今農家のその

気持ちわかります。私も畜産農家でございましたから、わかります。

しかしながら、さっき申しますようにもし液肥をつくるという、し尿処理計画とは別に液肥を

つくる。そうなりますと、いわゆるそれに対するコストと肥料成分、それと現在のそのコストに

見合う液肥ということになりますが、そのときに果たして今販売されている肥料の成分と液肥の

ほうが安くお渡しできるのかと、これについてはいずれ疑問であるということから厳しいと申し

上げております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 今西菊乃議員。

○議員（７番 今西 菊乃君） 市長のおっしゃることはよくわかります。環境と農政とが液肥に

なると農業のほうで、し尿処理になると環境のほうで、これはもう本当に行政の縦割れで、ここ

のところがなかなか委員会の中で、検討委員会の中で疎通があっていればよかったのですが、環

境だけで当時進んだ分があったと思うんですね。その結果が、今だと思います。

何とか、畜産農家等の救済もしていかなくてはなりませんが、状況が状況だけに非常に厳しい

ものがあるというふうに理解をいたしまして、私の質問を終わります。

〔今西 菊乃議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって今西菊乃議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩します。再開を１４時３５分とします。

午後２時22分休憩

………………………………………………………………………………

午後２時35分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、１０番、豊坂敏文議員の登壇をお願いします。

〔豊坂 敏文議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１０番 豊坂 敏文君） それでは、７番議員よりちょっとどら声でやっていきたいと思
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いますが、議長が開会前にできるだけきのうの質疑にないやつを言えというような、ちょっとメ

ッセージがありましたから、そこの中で質問していきたいと思います。

まず、水産業の振興については、基幹産業の位置づけで市の活性化に極めて大きな影響を与え

るとして、水産業及び漁村の活性化のために漁業就業者の確保と育成を計画的に図るという必要

があります。

このような観点から、市長は市長のマニフェストに掲げてありました認定漁業者制度及び漁業

後継者対策、平成２３年からスタートさせる計画。この制度の実施に伴い、より効率的・計画的

な漁業経営創設と計画的な漁業後継者の育成が図られるものと期待しております。

あわせまして、長崎県に制度の説明とそれから支援をお願いしたという報告もあっております

が、現在県においても検討がなされているとの報告があっております。現況、漁業を取り巻く状

況は一段と厳しさを増しております。

平成の時代に入り、一層の魚価の低迷、漁業者の後継者不足、高齢化に重ね燃油の高騰になっ

た上、近年漁獲の減少が著しく、特に昨年末は悪天候のために最盛期に不出漁という結果にあっ

て、魚価及び漁業経営に大きな打撃を受けております。

このような時勢に、日本国内でも全国初の第１号と思いますが、漁業振興策の壱岐独自の認定

基準、それから条件、支援策を、昨日聞きました分については結構ですが、教えていただきたい。

それから、県の支援策について県と協議されて検討案も提示されていれば、その状況も教示願い

たいと思います。

余り、答弁が短くなるように私の知っている限りのことを話していきたいと思いますが、まず

認定基準の中に、要件の中に漁業者で漁協の正組合員とすることが条件にされていると思います。

２番目には、年齢が昨日６０歳未満の漁業者ということが出ておりましたが、これは申請時点で

の関係でございますが、現在この年齢について異議がありますから申し上げますが、正組合員の

年齢構成を現況壱岐市内のを見てみますと、これは平成２０年度の町の正組合員の年齢構成です

が、２０歳未満が２人で０％、２０歳から２９歳が４人で３％、３０歳から３９歳が７％、

４０歳から４９歳が１４％、それから５０歳から５９歳が３５７人で２７％、それから６０歳以

上が６２８人で４７％、法人が９社で１％、合計１,３２４人の正組合員がおられます。

このような場合に、６０歳未満という案が出ておりますが、６０歳未満というのは５９歳とい

う形の中で考えていいわけですが、６０歳以上の方が６２８名いるというところに問題があると

思います。これについて、後で総合的に言いますが、この現況を話しておきます。

ただし、農業の場合は国の施策として、現在農業には認定農業者というのがおるわけですが、

これは農業経営基盤強化法促進法に基づいて国の制度でも認定がなされておりますが、これにつ

いては年齢がないということを申し上げておきます。
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３番目に、経営優良な漁業者というのがありますが、年間水揚げ高が５００万円以上というの

があると思います。それから、年間の操業日数が１２０日以上、そして経費削減、あるいは漁業

生産目標を策定して実施する漁業者ということの中で、これが５％なり、あるいは５年間で１割

以上の水揚げ高が必要になるとか、漁獲量の問題が制限されております。

ちなみに年間の水揚げ５００万円というのは、今回の要綱の中ですが、認定漁業者の場合です

が、農業の場合は年額３５０万円です。それから、年間の操業日数というのは漁協の正組合員の

条件ですが、これは９０日以上です。ですが、ここで操業日数が１２０日ということになってい

ます。ここも後で申し上げますが、これが多いということを、１２０日はちょっときついという

ことも話していきたいと思います。

それから経費の削減とか、それから漁業生産目標を策定して５カ年間で漁獲高あるいは経費を

何％削減というのがありますが、今現況厳しい漁業経営の中で、これが漁獲高の増とかあるいは

経費の削減ができるのか、ここの現況についても厳しい問題が出てまいります。これについても

よく検討しなければならないと思います。

それから、支援策の関係の中で新技術に対する補助率の２分の１、これが限度額１０万円以内

というのがありますが、この新技術についていろいろ今からの新技術開発が、後でも述べていき

ますが、この要綱策が出ています。

それから、機械の導入に対する補助、これについては現在は魚探なり、リールなり、プロッ

ターなりあると思いますが、その他サンパーとか、ソナーとか、これについて別にあると思いま

す。それから、今回出ておるのが機関換装、今までは機関換装はなかったわけですが、これは融

資だけしかなかったと思います。これについても５０万円を限度としたということで、ただし

１０年間に１回という制限をされております。

それから、制度資金が１.５％の利子補給をする。共同事業では補助の４分の１、限度を

１００万円というのが要綱の中にあると思うんです。こういう支援策があるわけですが、現行の

漁船機器導入事業との関係、それから現在の漁船保険とか、それからいろいろ支援策２,５００万

円くらいあったと思いますが、その支援策の２,５００万円を財源に充てるというような考え方

があるんじゃないかと思いますが、こういうことを撤廃してしまうと、現行の助成措置、振興策

が撤廃してしまうと受けられない漁業者がいるということも御確認して下さい。

これは現行のまま持続すべきだということを堅持したいという考え方で言っております。

それでは、市の単独の制度として漁業者の育成、それから組合員への優遇政策としたものであ

れば、壱岐独自あるいは日本で初めての策であれば、窓口はまず広く大きく、だれでも対象にす

るような対応が必要だと思います。特に市長がマニフェストとして良策だとして考えてあります。

これについては窓口は広くするのが当然だと。
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ある漁協については、今度の厳しいこの要綱の中では５名だけしかできない組合もおります。

対象者がですよ。そういうことも考えられておりますし、窓口は広くするのが妥当だということ

を堅持したいと思います。

それから、先ほどから特に厳しい時代への突入の中に、今市行政が機動力を市民へたきつける

ことが実効的、指導的な行政の役割だということを堅持します。市民にやる気を出させる業務こ

そが行政の責務、先進的な方策はリーダーシップをとれと思っております。

県の専門的技術員も有効に活用して、市のほうには現在現場での専門技術員はおりません。県

のほうにはいろいろ研究員等もおりますが、こういう人たちを利用して育てる漁業の振興策等に

よる新技術の導入対策を今成すことが急務であると思います。

そのことが、後継者対策、それから雇用の場の確保となって、活力あるまちになると思います。

私は、捕る漁業も、生かしながら育てる漁業は、つまり施設投資になるべく金をかけないように、

簡易施設で漁協のリース事業とした取り組みの中で、ウニ、赤ウニとか、アワビとか、カジメと

か昆布等の養殖漁業を数人の共同体で、漁協とともに具体的な策を講じたらどうかということを

考えています。

漁協もいつまでも持続できるか不安、イカとりだけではもうわからないくらい。いつイカ漁が

不漁になるかわかりません。そういう中で第２次の方策も考えるべきということの中で、不安の

ある中で実行策を考えるべきだと思います。

こういう中で、今申し上げましたが、今度の市長のマニフェストにもありますが、認定漁業者

の育成について今の要綱なり、今ちょっといろいろと言いましたが、この考え方について市長の

お考えをお願いをします。

○議長（牧永 護君） 豊坂議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 豊坂議員の認定漁業者制度についての御質問にお答えをいたします。

議員おっしゃるように、この認定漁業者制度、国には名前そのものはございますけれども、と

ても壱岐の漁業者にあったような制度ではございませんで、実際の認定漁業者制度というのは、

実際に漁業者にかかわるものにつきましては全国で初めてではなかろうかと思っておるところで

あります。

そしてまた、先ごろスクラムミーティングで県知事とお会いしたときに、県でもそれはやりた

いということをおっしゃいました。その内容を新聞で見た限りではこれも少し規模が大き過ぎま

して、該当はなかなかしないなと思っておりますが、ある漁協長さんの話ではいやもっと細かく

あるんだというお話もございます。その内容につきましては、県に確認をしながらやっていきた

いと思っておりますが、市独自の認定漁業者制度の認定基準につきましては、今豊坂議員仰せの
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とおりでございます。

そこで、ただ申し上げておきたいことは、この今の原案につきましては十分に各漁協長さんと

すり合わせたところではございません。原案としてお示しをして初めて出すものでございますか

ら、先ほど言われた年齢構成あるいは該当者がどうなるのかといったことも含めて、豊坂議員お

っしゃる門戸を広く大きくということについては意を用いたいと思う次第でございます。

さて、育てる漁業そういったものの共同事業につきましては、それについてもここの今のとこ

ろ１００万円としておりますけれども、こういった共同事業についてこれは該当させていきたい

と思っていますけれども、それにつきましてもやはり事業者、いわゆる起業者と申しますか、そ

ういった方のやっぱやる気というのが大事でございますので、その点も申し上げておきたいと思

います。

それから、認定漁業者制度全般について、現行支援策との調整のことでちょっと申し上げてい

いですか。実は、この現行の支援策につきましては、平成２０年度をもってやめるということが

政策評価でございました。私は、平成２０年度は私が就任した年でもございましたし、特に漁業

関係が低迷に入る途中でございましたし、これはいや３年間続けないかんということを申してお

りまして、これも平成２３年度までで現行の制度は中止だということが政策評価で出ているとこ

ろでございます。

したがいまして、今度の認定漁業者制度とこの２３年度については重複をするということでご

ざいます。ただ、しかし私は今このように、これほど漁業が低迷している中で、現行制度をその

ままやめるのかということで正直迷っております。したがいまして、この認定漁業者制度との調

整といいますか、そういったものもこういう点で図っていかないかんという気がしております。

そういうことで、今から始めるのに要綱もぴしゃっとしておらんのかというおしかりを受ける

かもしれませんけども、これは今まさに新しいものを、制度を導入しようということでございま

して、慎重にその要綱を策定しているということでお許しをいただきたいと思っている次第でご

ざいます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 現行がしっかりしなくて助かりました。しっかり固定されてお

けばいろいろとまだ言いたいわけですが、まだ腹案の中での審議ですからこの要綱については幅

広くしていただきたい。

特に、農業の認定農業者については７８歳まで年齢制限がないから、余り年齢は言わんほうが

いいとですが、７０数歳の方も認定農業者として認定されてある方がいらっしゃいます。それだ

け言っておきます。
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それでは、幅広くやっていただくということで一応答弁を受けましたから、その次にいきます。

質問の２ですが、地域情報通信基盤整備事業について御質問いたします。

今年４月から業務開始される本事業について、市民はもちろん私自身も不安な点がありますの

で、あえて一般質問をいたします。

昨日の質疑の中で言った分についてはもう除いていきたいと思いますが、重複する部分もある

かもしれませんが、お許しをいただきたいと思います。

まず、加入状況は２３年の２月の１７日現在、防災告知放送が１万１,９８８件、光テレビが

７,８１２件、光のＩＰ電話これが１,４５０件、光のインターネットが１２月では２,８５２件

だったんですが、今回は２,８４０件、ちょっと１２件減っておりますが、何で減ったんかわか

りませんが、いろいろ中止といいますか、取り下げがあったのかもしれません。それから未提出

の世帯数が、現在の未加入件数ですが、未加入件数といいますか、まだ申込みじゃない、してな

い件数が４２８件と思いますが、いろいろこの未提出者の世帯についても早急に対応しなければ

ならないと感じております。

それでは、質問に出しておりました施設の維持管理対策について御質問いたします。

昨日の有線放送等の切断事故については、一応これはリスの切断についても責務は一応指定管

理者という話を聞いておりましたが、そのような格好で取り受けしたいと思います。ただしこの

市道の、奉仕作業等によって市民の負担がないように、あるいは公民館が負担がないように、全

国の町村会の総合賠償責任保険の対象になるかどうか、御検討をしていただきたいということを

お願いをしておきます。

それから、ソフトバンクのＩＰ電話、それからドコモ、ａｕとの各社との連携、料金体制はど

うなっているだろうかと思っております。このソフトバンクの、今度の指定管理者からの料金体

制も来ておりました。チラシが来ておりましたが、ソフトバンクのＩＰ電話から携帯電話の、ソ

フトバンクの携帯電話にする場合は無料ですよというのがあったんですが、その中で現在ソフト

バンクの携帯電話が難聴であるというのが指摘されると思います。特に勝本あたりはまだ柱がな

い、鉄柱、鉄塔がないというのがあるんですが、ソフトバンクの、ドコモの鉄柱が何カ所あるん

だ、１カ所か、２カ所じゃないかと思います。

で、ちょっとソフトバンク、指定管理者のほうに聞いたんですが、３月いっぱいに１０本だけ

は電柱のようなやつを立てる。鉄塔じゃなかったです。電柱のようなのを立てるということの話

を聞いておりますが、島内で１０本立てても、これは電柱のようなものですから、余り距離はな

いわけですね。ですが、鉄塔じゃないからまだ難聴になるなという感じはしていますが、無料に

なっても使われないソフトバンクの携帯ではできない、この改善を願いたいと思います。これは

あれですから、携帯電話ですから行政がお願いすることしかできんでしょうから、そこの利用料
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金との兼ね合いで話をしています。

それから、市民の中で現在ＮＴＴドコモなり、あるいはＫＤＤＩのａｕなりの携帯電話は受信

等が、これは一番多いのはドコモが現在一番多いわけですね。鉄塔が一番島内には繁茂されてお

りますが、ソフトバンクの鉄塔が現在少ないというのをここで話しておきますが、それをなるべ

く早くこの電柱が立つようにお願いしたいと思います。

それから、もう一つはこれは質問の中に書いておりませんが、壱岐市内から本土の回線、これ

は直通はないと思うわけですが、ＮＴＴ分を借るという、ＮＴＴ分のラインが余裕があるんだろ

うかということを懸念しています。市内から本土への通話、本土から壱岐市内にくる場合に、ソ

フトバンクのこのつなぎ、これについて通話が時間がかかるあるいはこのラインについてＮＴＴ

のラインに余裕があるんだろうかということをひとつ懸念しておりますので、それの御教示を願

いたいと思います。

それから、最後に市の毎年の維持・補修費については、平成２３年の当初予算については三島

の光ケーブルの、これは海底ケーブルですが点検費で１００万円が計上してありますが、その他

の機器の更新というか、この維持費については捻出はしないでいいのかどうか。近々、以前のパ

ンザマスト、防災無線のパンザマストがあるんですが、あれのパンザマスト等の改修なり、そう

いう建てかえ等の問題は生じないのかどうか、教えていただきたいと思います。

最後に、漁協組合が勝本の場合は、今までは防災無線で放送施設があったんですが、今度は有

線になって漁協組合で放送が従来どおりできるのかどうか御確認をしたいと思います。

以上です。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ２番目の御質問、豊坂議員にお答えをいたします。

まず、４２８戸の未加入については、これはやっぱりいつも申しております危機管理のために

早急に、今もしておりますけれども、３月３１日までにすべてお申し込みいただけるように努力

をいたします。ぜひつけていただかないけんと思っておるところでございます。

次に、切断のことでございますけど、リスの切断につきましては、リスが噛み切ったというこ

とにつきましては、昨日指定管理者の責任においてということを申し上げました。それから、市

道の公民館等の奉仕作業によるときはどうかと、これは一応賠償責任保険に全部かたっておるわ

けでございますけれども、基本的には人的被害については加害者負担になって、保険対象になら

ないというような原則がございます。

しかしながら、これについても保険の適用範囲をもう少し詳細に調べたいと思っております。

いずれにしましての、個人あるいは公民館に御迷惑がかからないようにしたいと思っております
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し、昨日御意見がございました安易にもし切断をするようなこともあるかもしれませんので、や

はりマニュアル的なものをお配りしたいと思っている次第でございます。

次に、ＩＰ電話の通話料金等々の問題でございますけど、国内一般電話向けは全国一律

８.３８９５円、３分でございます。３分につき８.３８９５円、これは国内一般電話向けでござ

います。携帯電話向けにつきましては、全国一律２６.２５円、１分でございます。ＰＨＳ向け、

全国一律１０.５円、これが１分でございます。パー１分でございます。国内ＩＰ電話、これは

０５０番の番号向けでございますけども全国一律８.３８９５円のパー３分でございます。でご

ざいますけれども、ケーブルライン、ＢＢフォン、これはソフトバンクについてでございますけ

ど、これにつきましては無料でございます。

次に、ソフトバンクモバイル社の携帯電話とソフトバンクテレコム社の電話の通話料金でござ

いますけれども、家族等で必要なサービス申し込みを行えば通話料が無料になります。有利か、

有利でないかということでございますけれども、さまざまな付加サービス、各人の利用形態など

でございますので、各社のサービス内容を比較して御判断いただきたいと思っております。

ただ、アンテナにつきましては現在申し入れをいたしております。早くどこでもつながるよう

にしていただきたいと思っております。

それから、あとの市から本土へのＮＴＴの余裕があるのかとか、あとの維持費、それからパン

ザマストの件等につきましては、お許しいただいて山川課長に答えさせたいと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 山川政策企画課長。

〔政策企画課長（山川 修君） 登壇〕

○政策企画課長（山川 修君） まず、柱です。柱の改善をしろということでございますけれど

も、先週ソフトバンク本社から係の者が来島いたしまして、この柱の改善について、つまり難聴

地域の改善について話をしております。

議員仰せのとおり、こちらからどうしろということは言われないわけでございますけれども、

早期に改善をする旨回答をいただいております。

続きまして、本土との回線の形態でございますけれども、例えば私がソフトバンクを持ってお

って、隣の方がＮＴＴだとします。そうした場合に、どういうふうな経路をとって隣の方へ通話

が発生するのかといいますと、ソフトバンクの回線で福岡の会社までまずいきます。福岡から大

阪のソフトバンクのセンターにまいりまして、そこからＮＴＴの西日本のセンターがあります。

そこからまた逆に福岡へまいりまして、隣のＮＴＴに通じるという形態をとります。

これは、光を使いますのでその待ち時間というのは非常に少なく瞬時につながります。これは、

日本全国どこでも同じような格好をとっております。
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３番目のパンザマストの補修でございますけれども、パンザマストにつきまして、今回の工事

の中に改修を含んでおりまして、補修というのはまずは発生しないと。ただ、台風等の災害によ

りましてパンザマストが被害を受けましたときには、その都度補修をやっていきたいというふう

に考えております。

それから、漁協の放送でございますけれども、５漁協ＦＭ告知放送の設備を入れまして、５漁

協とも組合員へ放送ができるようになっております。

以上でございます。

〔政策企画課長（山川 修君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 先ほどこの奉仕作業のときの市道の関係ですが、これについて

は市のほうからいろいろ、公民館長会でもいろいろありますが、回覧等で説明をして、事故がな

いように取り扱いについてそういう指導体制をお願いをしておきます。

そのほかありませんから、終わります。よろしくお願いします。ほかはありません。まだ、ほ

かのとはあるとです。

それでは、３番目の有害鳥獣の被害対策についてお願いをします。

現況、有害というのはイノシシ、シカ、リス、カラスも入ってくるんじゃないかと思いますが。

現在の被害の状況と、それから調査頭数、カラスとか、リスとか調査頭数になかなかないわけで

すが、イノシシの状況とそれからシカの状況、そしてリスの捕獲状況について、御説明をお願い

をしたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 豊坂議員の有害鳥獣の被害対策についてお答えいたします。

壱岐における有害鳥獣被害につきましては、カラス、台湾リス、イノシシ、シカ、タヌキが挙

げられます。このうちカラス、台湾リスについては被害対策を講じておりまして、２月末現在の

本年度実績はカラスが３,１２７羽、台湾リスが６,５８５匹となっております。このほか昨年か

らイノシシの痕跡が見受けられるようになりまして、現地調査、忍び猟での捕獲対策を講じてま

いりましたが、生息数が少ないため一定の成果が上がりませんでした。

しかし、イノシシの生態学習をはじめ、捕獲罠の免許取得、捕獲かご、くくり罠の実技講習な

ど、今後につながる専門的知識を持つ人材を育てることができました。２３年度はハンターによ

る捕獲のほか、罠による捕獲を計画しておりますけれども、皆様の新しい情報提供が一番の頼り

でございますので、特段の御協力をお願い申し上げます。

また、勝本町の若宮島などに生息するシカの増殖が顕著になって、本島への侵入が懸念される
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状況があります。本年２月県の専門官に現地踏査をしていただきましたところ、約３００頭程度

は生息するとの見解でありました。

現地の樹木はシカの食害で枯れたものがあり、地表には草がなくなるなど荒廃の目立つ場所も

あり、集中豪雨で泥が海に流出する恐れがある状況もございます。そのため、２３年度において

駆除を予定しておりますけれども、旧勝本町で実施したハンターによる捕獲が確実な方法である

と思っております。

タヌキにつきましては、主に三島地区から被害対策の声が上がっております。２３年度におい

て壱岐・対馬鳥獣被害防止計画を見直し駆除対策が講じられるよう協議してまいります。

これら一連の有害鳥獣被害対策は、行政任せでは効果が期待できません。地域住民の皆様方が

中心になって携わることによってより良い対策になりますので、この点は特に皆様方の御協力を

お願い申し上げる次第でございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 昨年からいろいろ新聞等でも、このイノシシについてはいろい

ろと出ておりましたが、なかなか現況が、生態が見受けられないというのが難題でありまして、

このシカについては４０年代にちょうど勝本であるところから５頭とってきて、４頭放してこう

いうふうになったわけです。

この若宮、名鳥、辰ノ島、３島についても平成１０年代に１回駆除したことがありますが、二、

三年前に私も２０頭くらいの若宮島での生息を見ておりますが、もう既に３００頭というのは、

もうすぐ壱岐本島のほうに渡ってくるんじゃないかと思いますし、ゼロにしたいわけですが、な

かなかゼロにしにくい。前回でも四、五頭は残ったんじゃないかという話も聞いております。な

るべく絶滅をされるようにお願いをして、この状況については終わります。

その次に、野犬の対策についてですが、現在平成２１年度で４６頭の野犬対策がなされており

ますが、市と保健所との強制力、これは狂犬病対策予防法の中での野犬対策と思うわけですが、

それによって壱岐市の条例でいろいろと捕獲をされていると思います。

現在、小学校、特に小学校の登下校に野犬の生息が見られて、追いつけられたり、被害はまだ

今のところは聞いておりませんが、学校の中でも児童生徒の問題が子供たちからも出ております。

あるいは警察のほうにも学校から連絡がしてありますが、なかなか減らない。実際に飼ってある

人は輪をつけて放してある方もあるわけですが、この人たちについても制限、回覧等なりこの対

応について、野犬対策あるいは飼育している愛玩動物でも一応係留するなり、そういう対策につ

いての回覧等の強化が必要だと思います。

どうしても対応できないところについては、強制的に一応捕獲をして、そして一時どこかで飼
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育をして、以前は保健所に飼育をしていた事例があります。以前、昭和４０年当時は強制的に壱

岐保健所まで連れて行って、短畜をしていた事例があります。そういう中で、飼育者の認識をも

うちょっと強化をしていただきたいということと、それから野犬の捕獲、これについてもう少し

予算が足らないのであればいろいろ対策を考えていただいて、あのかごにはなかなか入らないと

いうことも聞いています。じゃあ罠はできんとかというたら、罠の許可がいるでしょうから、今

は睡眠薬まんじゅうなりそういうとで対応してあると思いますが、もう少し犬の好きなような肉

を食わせて捕獲をするようにお願いしたいと思いますが、市長答弁を。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 野犬対策についての御質問でございます。

現況は、野犬の頭数につきまして詳細の把握はできておりませんけれども、時節的に野犬が集

団で行動し、中には家畜等の被害や子供たちが怖がっているなどの報告が市民の皆様から寄せら

れております。

近辺住民の方々にも、その危害情報を、危害を加える恐れがございますんで、壱岐市と壱岐保

健所で連携をとり、その状況を確認して壱岐市犬取締条例に基づきまして、及び施行規則等に基

づきまして野犬捕獲用の捕獲器を設置して捕獲を実施しております。

また、市では野犬捕獲業務を委託し、捕獲器の見回り、えさの補充等毎日行っております。捕

獲器の保有数は壱岐市２７基、壱岐保健所２基でございます。今年度新たに最新式の捕獲器を

２基購入して捕獲を強化しているところであります。捕獲器導入当初は野犬の警戒心も薄く効果

を上げておりましたけれども、最近の野犬は警戒心が強くなかなか効果が上がらないのが実情で

ございます。

昨年度の捕獲実績は４６匹でございまして、今年度の捕獲実績は３９匹、これは１月末現在で

ございます。対策といたしましては、県では昨年度から飼い犬・飼い猫の適正な飼養管理及び譲

渡を推進するため、里親制度やこれまで引き取りは無料でありましたが、引き取りに手数料を徴

収されることになりました。安易に引き取りを求める依頼者に対し、一定の抑止効果が期待され

るものであります。

これについては、私は少し疑問を持っております。市では、本年２月から新たな試みとして壱

岐市家畜診療所の協力を得まして、睡眠薬を使用して捕獲を実施しております。時間を決め、監

視のもと餌付けを数日間行い、餌付いたところで獣医師がえさに適量の睡眠薬を混入し、壱岐

市・壱岐保健所で監視し、野犬がえさを食べ眠ったところで捕獲するという方法であります。

また、野犬を増やさない手だてとしましては、登録犬避妊、去勢手術の費用の一部補助を行っ

ております。避妊手当手術１頭当たり１万５,０００円、去勢手術７,０００円となっております。
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平成２１年度の実績は避妊１９件、去勢５件、平成２２年度の実績は避妊１７件、去勢１１件で

あります。

野犬の捕獲には市民の皆様の御理解と御協力をいただかなければなりません。また、捕獲する

以上に飼い犬等が野犬化する環境も見受けられます。野犬を増やさない環境づくりにも御協力い

ただきながら、野犬のいない安心して暮らせるまちづくりに向け取り組みを進めてまいりたいと

考えております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） この野犬対策についても、実際に飼い犬、飼い猫の場合は回覧

でいいわけですが、野犬について回覧を回しても犬は見ないでしょうし、そういう体制づくりの

中で睡眠薬を早う飲ませて、早う永眠させるようにお願いをして、この対策については早くしな

いと事故が起こったらまたいろいろと問題化してまいりますので、この点についてよろしく。

特に、飼い犬の放し飼いは、もう子供たちが一番危険な状態にもあります。野犬対策もお願い

したいわけですが、飼い犬の放置が見受けられるということもお願いして回覧等の告知をお願い

します。

それでは、あと９分で最後の就労の場の対策についてお願いをします。

我が国の景気は足ふみ状態を脱出するとされていますが、今朝のニュースでも工業生産力は

６.７％伸びているという現況で、デフレが１４年間続行していたが、ようやく脱却の傾向にあ

るという報道もあっておりましたが、本市においては公共事業等の激変によって、有効求人倍率

が低い水準で維持すると、市民の雇用の場、環境あるいは所得の環境は依然として厳しい状況に

あります。

あわせまして、人口の減少傾向がますます進化しており、昭和２０年前半は市内人口５万人を

超したこともありましたが、その後年々減少して３万台となり、昨年の２０１０年の国勢調査の

速報では２万９,３７３人となって、これも原因は就労の場がないというのが原因であると思い

ます。

若人が島外に流出し、このことが要因でもあります。平成２２年度の市内の高校卒業者

３０８名おります。市内に就職を希望している者が３９名、壱岐校が１６名、商高が２３名おり

ますが、３月１日現在の就職未定の方が７名おると聞いております。このような中で、打開策の

一案として私は今のもう２次産業、３次産業の云々じゃなくて、土に返れという表題を持ってい

ます。返れとした私の思案を持っておりますが、このような中で第１次産業の活性化として魅力

ある農漁村づくり対策として、市長も認定漁業者制度が実行されていることもあります。これも

わかります。
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また、まちづくり市民力事業でも２３年度から取り組まれておりますが、その他の方策につい

て市長の考えを聞きたいと思います。このまちづくり市民力事業でも新たな開発が出てくると思

います。共同開発が出てくると思いますが、こういうことについても対象になると思いますが、

市長の見解をお願いしたいと思います。

それから、農協には２月の２４日だったと思いますが、第７次営農振興計画、戦略５カ年計画

がもう決められております。技術員の指導の確保ということもあります。そういう中で、この

５カ年の達成に向けて努力するということが堅持されておりますが、漁協の振興計画もあります。

認定漁業者制度の有効活用を図って、ますますこの雇用対策ができる対策事業、何か市長の方針

をお聞きしてみたいと思いますが、張り切ってどうぞ。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 雇用の確保対策ということでございます。ハローワーク壱岐管内の平成

２３年１月末の一般職業紹介状況は、月間有効求職者が５２５人、月間有効求人数２２８人で、

有効求人倍率は０.４３倍となっております。９月末には０.６４倍と非常に高かったわけですけ

れども、だんだん減ってまいっております。これは公共工事や緊急雇用対策事業が終期を迎えた

ことが減少の要因と思われます。

実は今、光ケーブル等々でかなり雇用機会が増えておりますが、本当に新年度になりましてそ

の仕事が終われば、また求人倍率が減るなと心配をいたしておるところでございます。雇用対策

として、現在２３年度に新たに緊急雇用創出事業３事業を実施いたしまして、６５人の雇用を加

え、全体で１１事業、１２４人の雇用を行い、当面の対策をしようといたしておるところでござ

います。

ところで、今議員おっしゃるように土に返れと、私は農業というのは正直申し上げて可能性が

あるんじゃないか、ＴＰＰという問題もございますけれども、私は本当に土に返る、いつまで、

それこそ先ほどの話じゃございませんけど、あすはわからんわけでございまして、しかし人間生

きている限り食べるわけでございます。ですから、私は農業というのは絶対大事にせないかんと

思っております。

そこで、市民力の先ほどのことし初めてやっております市民力支援事業等につきましても、ぜ

ひこういったものについても該当するように、そういう一つ市民の皆さん方のアイデアを期待し

たいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 豊坂敏文議員。

○議員（１０番 豊坂 敏文君） 市民のいろいろな発案も出てくると思います。そういう中で、



- 196 -

壱岐島民にＩターンなりＵターンなり、あるいは新規卒業生なり、この人たちが就職できる。そ

してまた島民、その他の方も就労の場で、働ける場をつくっていただきたい。これについては、

漁協なり農協なりもいろいろあるわけですが、漁民、農民、１次産業の一員もいろいろと積極的

に行かなければならないわけですが、今の時代は私は行政主導型でいいと思い、こういう低迷し

た中では行政主導型でないといろいろと模索していますから、こういうこともやったらどうかと

いう、やはり部落に座談会等でも来ていただいて、こういうものをやってみようというそういう

指導力が必要だということも思っています。

先ほど言われましたＴＰＰの問題は今、下向段階にあります。政府でも下向段階にありますか

ら、これを続行しない、もうするという考え方が大分薄くなっています。絶対したらできないわ

けですが、そういう中の動向ですから、この土に返れという言葉の表現どおり、１次産業でいろ

いろと振興策を図っていただきたいということをお願いして終わります。ありがとうございまし

た。

〔豊坂 敏文議員 一般質問席 降壇〕

○議長（牧永 護君） 以上をもって豊坂敏文議員の一般質問を終わります。

………………………………………………………………………………

○議長（牧永 護君） ここで暫時休憩します。再開を１５時３５分とします。

午後３時24分休憩

………………………………………………………………………………

午後３時35分再開

○議長（牧永 護君） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、１番、久保田恒憲議員の登壇をお願いします。

〔久保田恒憲議員 一般質問席 登壇〕

○議員（１番 久保田恒憲君） それでは、今日の最後です。通告書に従いまして、一般質問を

１番、久保田が行います。

以前、市長から批判ばっかりしないで提案をどんどんしなさいという御意見がありましたので、

今回はもうほとんど提案ばっかりということなので、回答のほうも経過とか、経緯とかいろいろ

そういうことはなるべく省かれて簡潔に回答をいただきたいと思っております。

質問１、スクールバスの利用方法について質問の要旨、スクールバスへの高齢者の便乗ができ

なくなったようです。中学校の統廃合でのスクールバスの利用方法も含め、混乗方式での運行を

検討すべきではないでしょうかという質問ですが、端的に答えていただきたいのは、一般混乗方

式という運用方法があります。それをスクールバスに便乗される御高齢の方の便乗を断られた後

とか、あるいは今度中学校統廃合に伴うスクールバスの運用方法を検討される際に、この一般混
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乗という方式を検討されたか、それだけをお答えいただきたいと思います。

○議長（牧永 護君） 久保田議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） スクールバスについて、混乗方式の検討をしたかということでございま

すが、検討いたしておりません。と申しますのは、以前の射手吉及び久喜地区からの小中学校の

バスの運行に、２１年度までこのバスの地域住民の方も乗車をしていただいたところでございま

す。そこで、しかしながら普通交付税検査の中でこの混乗方式については指導事項として交付税

参入対象として不適当だと、やめなさいという指導を受けたところであります。したがって、検

討する余地がございませんでした。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） じゃあ、最初は検討されたんですよね、混乗方式を。しかし、不

適当であるというふうに一蹴されたと。その不適当という理由をもうちょっと詳しく教えていた

だけますか。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 必要なとこだけということをあえて言われたものですから、これは実は

財政当局とも協議を行いまして、平成２２年度から通学バスには幼児童生徒のみの乗車としたと

ころでございます。これは、市民の皆様に御不便をおかけいたしますけれども、通学バスの趣旨

を御理解いただきますとともに、御高齢の方につきましてはワンコイン乗車制度も御利用いただ

きたいと思っております。

４月から壱岐市中学校規模適正化により新中学校がスタートすることに伴いまして、校区が新

しくなった生徒の通学手段としてスクールバスを運行いたします。

このスクールバスに地域住民の方の利用ということだと思いますが、御存じのようにスクール

バスにつきましては、先ほど申し上げました指導もございます。生徒の通学手段としての利用で、

その乗車定員についてほとんど定数いっぱいの予定でございます。スクールバスの運行について

は、何と申しましても生徒の登下校の安全を確保することが大前提でございますので、御理解を

いただきたいと思います。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 私がまずその御高齢の方から話を聞いたときに、今まで便乗でき

ていたのにできなくなったと。なぜ、できなくなったかなということを市に問い合わせしたら、
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それは目的外使用ということで交付税を受けているので、そういう方法をとっていたら税金を返

さないかんかもしれんということで、理由づけをされたと。それを、私１人のためにそういうこ

とになったら困るということで、私も理解しましたと。で、市の職員も後から懇切丁寧にその方

にはお断りのそういう趣旨等を説明されたようです。

私自身もああ、本当にそうだなと思ったんですよ。ただ、その御高齢者の方が言われるのは、

それならば自分が乗る前に知らせてもらえばよかったと。寒い中待たなかったと。車の中から今

まで子供たちが一緒に乗っていたのに、おばあちゃん乗せてあげないと、おばあちゃん寒いたい

というような声も後から聞こえたと。そう言われてみるとちょっと待てよと。本来だと走ってい

るバスを有効活用するには、定員もありますけどね、だれでも乗せたらいいんじゃないかと。そ

の１人の意見を制度があるから、その制度に基づいてその先を考えないというのもわからないじ

ゃないけど、理屈として乗せれるものは乗せて、もちろん定員で子供たちがいっぱいであればと

もかく、そのときは多分いっぱいじゃなかったんだと思うんですけどね。

そこで、私もこれは理屈に合わんなと、その制度そのものがまず理屈に合わんなと、せっかく

走っているバスに乗せれるのに乗せないという、その制度そのものがおかしいんじゃないかと思

いまして、ちょっと私なりに調べたんですよ。そしたら、市長が言われるように混乗というのは、

国庫の補助金を受けて運行しているバスに目的外使用はしてはいけないというのは確かにあるん

ですよね。ところが、そういうことだけでいいのかな、これは国は何を考えているんだろうかと

思って、私なりにちらっと調べたんですよね。

だから、私は多分このくらいのことは調べられて、その混乗化をやめられたとか、あるいはお

年寄りに説明するときにそういう制度を詳しく調べて、なおかつだめだということで断られたと、

こういうふうには思っていたんですけど、私なりに調べていたらそれは救済措置みたいなのがあ

るんですよ。

例えば、これがそのとおり正しいかどうか別ですよ。新たな交通体系をとらないかんと。特に

今からは過疎になります。それから、統廃合が起こります。バスの当然赤字路線になります。そ

うなると、そういう時代にあった新たな交通体系はつくらないかんのじゃないかということでで

きたようですが、一部読みますね。

混乗とは、例えばスクールバスや福祉バスしか運行されていない地域で、これらを一般住民

に解放することで、一般住民も交通サービスを受けられるようにする手法であると。ただし、

スクールバスや福祉バスが国庫補助等を受けて購入したものである場合は、目的外使用として

一定の手続が必要になる。国庫補助を受けたバスの混乗化に必要な手続、スクールバス混乗住

民利用の定議、交通機関がないか、運行回数が著しく少ないため交通機関の利用が著しく困難

になっている地域の住民のため、本来の目的以外の目的で運行し、または便乗により利用する
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こと。

要件いろいろあります。本来の利用の、利用者の利用に支障がないこと、安全面で安全を期す

こと。関係機関、スクールバス、市・県の教育委員会、福祉バス、最寄りの医療機関が差し支え

ないと認めたもの、住民利用による運行収入が住民利用にかかる運行経費を上回らないよう運賃

設定をすること、要件ですね。

これは、お金をもらって乗せる場合、有償の場合、文部科学大臣へ承認申請、承認後運輸支局

長へ許可申請、これはスクールバスです。

福祉バス、厚生労働大臣へ承認申請、承認後、運輸支局長へ許可申請。無償の場合、文部科学

大臣へ届け出、福祉バスは厚生労働大臣へ届け出となっています。ここまでじゃ、ひょっとした

ら県とか何かの指導があっているわけですから。

ところが、現実に熊本県、たくさんあるんですよ、混乗しているところはですね。１つ、ス

クールバス一般混乗、芦北町、熊本県の芦北町がやっているのをちょっと読みますね。スクール

バス一般混乗。

スクールバスに一般の方も乗車できます。無料です。６月１日からスクールバスを混乗方式

でモデル運行します。現在の民間バス路線が本年５月をもって廃止されることから、６月１日

から町独自でスクールバスでの一般混乗バスを運行しますよと。町民の方も乗車できるように

なりますから、児童生徒を見守りながらぜひ御利用ください。

と書いてあるんですよ。運行計画、平成２２年６月１日から、利用料金無料です。運行日とか書

いてあります。路線も書いてあります。

ですから、私は直接電話したんですよ。やっていますって、まだ。企画財政課、そしたらやっ

ていますよって。長くなったらいけませんから、一応こういうことをやっている地域がある。先

ほど言いましたように、別のところで見れば、さっき言いましたように新たな交通システムの導

入が必要じゃないかと、これ別の市でやっているんですけどね。読んでもしようがないですから

ね。コミュニティバスとか、いろんなバスがあるんですよ。要はもう１回、ぜひ調べていただき

たい。

難しいことじゃないです。私、一応インターネットやっているんで、スクールバスに一般人を

乗せるとか打ち込むんですよ。乗せられないかとかですね。出てくるんですよ、ぴゃーん。だか

ら、そのくらいの調査をされていないということはないと思いますので、多分長崎県独自とかい

ろんな縛りがあるかもしれません。ただ、現実に運行しているところがあるということをお伝え

いたします。

そして、続いてスクールバスの運用方法というのは、スクールバスの運行検討委員会か何かで

やられているのは私も知っています。ただ、今住民の意見でやはり統廃合されるとこだけの生徒
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じゃなくて、乗せられる分はやっぱり乗せてくれんかと、そういう声が届けられております。先

ほど混乗方式とちょっと重なるんですけど、私はそう思います。

やはり子供たちが乗っていて、途中で会うとしますよね、乗せられるのに乗せないで、寒いの

に大変だなと、これも何かおかしいような気がします。多分、子供たちに聞いたら自分たちはこ

ういうことで何とか中学校になるので、スクールバスが出るようになったよと。でも、近くでは

あるけど、あの人たちは統廃合される学校じゃないから乗せられないんだよって言ったとき、ど

う思いますかね。

やっぱり子供たちはそれ一緒に乗せていいんじゃないのっていうような気がしますけど、それ

はそういう検討委員会さんで慎重に検討されたことだと思うんですけど、私がここでお伝えした

いのは、やはりせっかく運行とか、バスとかいろいろ骨折りをされて、購入をされていると思う

んですけど、やはりその前にそういういろんな利用方法があるのを、よく調べられたらバスの購

入にしろ、ひょっとしたら定員をもうちょっとそれも見込んで大きなバスにするとか、何かそう

いうもっと効率的なことができたのではないかというふうに感じております。

とにかく、まずはスクールバス、それから一般混乗、これができないかどうか、検討していた

だけますかね。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 私は、久保田議員の考えと少し違います。と申しますのは、このスクー

ルバスというのはあくまで児童生徒のためのバスでございまして、積極的にそのスクールバスに

混乗させるということであれば、どうしたら乗せられるだろうかと研究をすると思います。

しかしながら、原則、これはやっぱり原則でございますし、さっき久保田議員おっしゃるよう

に、例えばじゃあ何人乗せられるんだと。１人しか余裕がないのに乗っていいですよ、何人もま

たれる、そういったことも私はあると思うんです。ですから、やはり地域の方の交通については

根本的に普段の交通の方法について頭をやっぱりひねらないかんと思います。

久保田議員がおっしゃることはわかります。乗せてあげたいです。しかし、それはやはりそこ

に、例えば２席しかいつも余裕はないんだよと。例えばですね。そういうときじゃあ３人目の方

はどうなるんだと、そこに３人待っていらっしゃる。そういうことも私は考えられると思うわけ

ですね。

ですから、私はやっぱりこうで、あくまでこのスクールバスというのはやっぱ原則にのっとっ

てやるべきではなかろうかという気がいたします。

後段については教育長がお返事申し上げます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕
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○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） ２番、久保田議員にお答えをいたします。

今回の中学校統廃合にかかわりますスクールバスのセットといいますのは、地元の方、学校の

方等々の代表の方を選出いたしまして、通学指導部会というものをつくりまして、これは本当に

時間をかけてあらゆるケースを論議していただいております。

その結果、新たな校区になる子供ということに限定をいたしました。久保田議員のお気持ちは

わからないのではございませんが、スクールバス運行という大きな目的がございましたので、壱

岐の市民の皆様の最終結論というものを墨守して、４月１日からスタートさせていただきたいと

思っております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） まず市長の考え方ですね、私は一応スクールバスという一つのき

っかけ、スクールバスに高齢者が乗れなかったという一つのきっかけがあると。それを考えてみ

ると、こういう方式があると、ですから今後こういう今からの流れを見て、過疎でしょう、それ

から壱岐交通のバスもほとんど乗っていないじゃないですか。そこに補助出しているでしょう。

そうすると、やはり当面スクールバスが走るんだから、それを有効活用したらどうかっていうお

話をしているわけですよね。

そして、今須藤教育長の言われることはわかります。経過として。だから、１年間なら１年間、

これで運行してみると。そしてその中で、運行してみた中でやはりいろんな意見があったら、そ

れをまた受け入れられるものだったら柔軟に受け入れて、そして今後のスクールバスの効率的な

運用に活かしていくというような答えがほしかったわけですよね。

わかります。だから、要はスクールバスにこだわっているんじゃなくて、ここにあるように新

たなこの地域情勢にあったコミュニティバスというか、そういう交通体系も考える時期じゃない

かっていうことで、先進地域かどうかわかりませんけど、にっちもさっちもいかない地域ではこ

ういうふうにやっているということをお知らせして、参考にしていただけないかと言っているわ

けでして、そこのところを参考にしない。いや、もういいよというんだったら、それはそれとし

て受けとめます。

ただ、先日公民館でそういう話、私この一般質問の用紙を回したんですよ、公民館で。私はこ

ういうことを話そうと思っていると。何かあったら意見をお願いしますよと言ったら、スクール

バスのことなんかよく出てきたんですよ。ですから、お話をしています。そしたら、ある人が生

徒は本来歩くものだと。スクールバスなんか何とかっていう、それは１つの意見です。そしたら、



- 202 -

ある方が運動やったら体育の授業があるやろうが、もうこれで話は終わりました。別にこれがど

うのじゃないですよ。いろんな考えがあるんだなと思って。

ただ、私はその中で出たせっかくのスクールバスだったら、乗せれるものは乗せたがいいんじ

ゃないかということで、そういう考えでやはり今後いったがいいんじゃないかということを、提

案を申し上げたわけでして、もうこれは、じゃあほかのもありますので、市としては現時点では

考えていないということで判断しますけど、よろしいですかね。わかりました。これは、地域住

民に早速伝えさせていただきたいと思います。

じゃあ第２項、ボランティア団体の連絡協議会を早急に設置してはもらえませんかという、こ

れも提案であります。

ここに書いてありますように、社会福祉協議会は福祉の面でとかさまざまなボランティア団体

がありますね。できれば、というかぜひこのボランティア団体の集合体といいますか。ボランテ

ィア協議会みたいなものを市がつくってほしい。なぜかといいますと、ボランティアというのは

そういう公のために一生懸命頑張りたいという人たちの集団であり、やはり原の辻はじめいろん

なところで御活躍をいただいていますよね。

ただ、そのいろんなところで御活躍をいただいているボランティア団体が、そのボランティア

団体同士の連携がとれているかというとなかなかとれていないように見受けるわけです。このこ

とが、市長が言われました国体への成功へ向けてとか、たちまちゲートボール全国交流離島親善

何とか大会とかありますね。

そういうときにも、あるいは多くの交流人口がふえて、観光客がお見えになったときにも、こ

ういうボランティアの人たちの力をかりることがたくさんあると思うわけですね。そのときには

やはりＡ団体、Ｂ団体、Ｃ団体とか、そういうところに一発で何かお知らせとか回して、ぜひ参

加していただきたいというようにしたほうが、より効率的であり、市民の方たちの市政への参加

というか、自分たちも役に立っているというような一つの満足感につながるのではないかと思っ

て提案をしているわけです。

そこでもう一つ、振興局がやられている壱岐市活性化を考える団体の会というのが二、三回新

聞紙上で見受けました。そんなに４つか、５つか、ボランティア団体だけじゃなくて、商工会な

んかも入っていたかと思いますけど、その壱岐市活性化を考える団体に集まってもらった会議の

呼びかけ、そこに集まった団体などにはどのようなリスト、どのようなとこから選んで声をかけ

られているんでしょうか。市長と、それから松尾理事にお尋ねします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） ボランティア団体の連絡協議会を早急に設置すべきだという御提案でご
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ざいます。

一支国博物館におきましては、一支国博物館ボランティアの会がございます。博物館の展示ガ

イドや展示ゾーン内での観覧の支援をしていただいている皆様につきましては、ボランティアと

してより積極的かつ自主的な活動を実施したいという御意見のもとに、昨年９月１９日に決起総

会が開催され、一支国博物館ボランティアの会として組織化がなされ、現在会長を中心に日々活

動いただいているところでございます。

２月末現在では博物館での活動希望者は４８名であり、実際の活動人員につきましては、２月

末現在で延べ５１５名を数えております。このように、一支国博物館ボランティアの会はボラン

ティア組織として自主的に活動をいただいているわけですけれども、この組織の事務局である博

物館指定管理者乃村工藝社によって、その活動支援が行われているところでございます。

また、ボランティアの会会員の中には、遺跡公園で活躍されている原の辻サポーターも登録い

ただき御活躍いただいている方もおられます。原の辻地区一帯におけるおもてなしの醸成に大変

貢献をいただいているところでございます。

福祉関係のボランティア団体は、現在社会福祉協議会に４０団体が登録されておりまして、ひ

とり暮らしの老人家庭の訪問や家屋の補修、独居老人への配食サービス、高齢者栄養教室、また

障害者関係のボランティアとしては、障害者宅の除草作業、手話通話等、さらに地域の環境美化

では花いっぱい運動、空き缶拾いなど、敬老行事及び敬老会開催等では大正琴の演奏慰問、その

他各種イベントへの協力がなされているところでございます。

福祉関係のボランティア団体は、既に社協で取りまとめてボランティア活動を実施しておられ

ます。そこで、福祉関係については連絡協議会というのがあると認識をいたしておるわけでござ

いますけれども、ボランティア団体に限らず、市内にはさまざまな団体が存在していることは承

知しております。

また、その団体も環境、子育て、地域づくりなど目的も多岐にわたっておりまして、市といた

しましても市民との協働によるまちづくりを推進していく上では、各団体の自主的・意欲的な活

動を支援するとともに、これらの活動のネットワークづくりを進める必要があると考えています。

各団体それぞれ目的の違いもありますけれども、お互いの交流学習を深めて、お互いの活動や

課題を共有して、ともに協力し助け合うための連絡協議会の設置について、前向きに検討させて

いただきたいと考えております。

まお、活動内容の公表等につきましては、ホームページの活用や４月から始まりますケーブル

テレビの自主放送の積極的な利用をお願いし、広く市民の皆様にお知らせができるように進めて

まいりたいと考えております。

このボランティアグループも含めまして、有機的にこのボランティアの皆さん方が連携できる
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方策を模索したいと思っています。どういう組織がいいのか、どこで干渉すればいいのか、その

辺も含めて検討させていただきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 振興局が開催している会議につきまして、どのよう

なリストを用いたのか、私が、やっていることは存じ上げていますけども、どのようなリストを

お使いになったのかということは了知しておりません。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） じゃあ、名前はどうであれ、ボランティア団体の連絡協議会みた

いなものは設置するということで、そういうことで理解しております。

どういうふうにしたがいいかというのを私も及ばせながら御意見をいうことがあるかもしれま

せんけど、そのときはまた一ついいものをぜひつくり上げていければと思っております。

それかあ、今振興局長が言われたのは、振興局長は参加されていません。振興局長やない、振

興理事か、済みません。急にえらくなった。済みませんね。（発言する者あり）いや、結構です。

じゃあ、ちょっとずっと前に戻るんですけど、壱岐市が茶谷さんに、ホームページを茶谷さん

のホームページにぜひ壱岐の手伝いもしたんだよというようなことを乗せてくれというように私

は言いましたよね。きのうの時点で乗っていません。その答えだけを松尾理事、お答えいただい

て、機を見て話すと言われたので、ひとつお願いします。

○議長（牧永 護君） 松尾壱岐島振興推進本部理事。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 登壇〕

○壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 私も何日か前に見ていまして、ここ何年かちょっと

更新がされていないようでございます。お願いはしておって、更新するときは必ずして、せんと

きはお知らせするという言葉をいただいているんですが、申しわけありません。今のところ更新

があっておりません。

〔壱岐島振興推進本部理事（松尾 剛君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 壱岐がそのくらいにしか思われていなかったかもしれませんけど、

一生懸命頑張られたということで結構です。

じゃあ３番。博物館の入館料は同額にすべき、これも前回壱岐の島民が安いのはどうかという

同僚議員の質問もありました。そのときに壱岐の人たちにまず理解をしていただきたいから、ち
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ょっと安くしているんだよという説明を、もういただいております。ただしその後、多分市長の

ところにもあるいは館長のところにも一緒にすべきだとか、何だっていうような御意見が届いて

いるんじゃないかと思っております。

私自身非常にこれでおしかりを受けました。大阪からある社長が来られて、壱岐出身の社長が

来られて、博物館に行ったところ、島外者だけが高いと。何を考えているんだと。こういうこと

ではいかんな、我がふるさとはということで、外出てみたら私が今やっております壱岐を元気に

する会の、原の辻を活かして日本一の島っていうステッカーが目に入ったと。何だこのやろう、

何が活かしてだって、そういう非常に厳しいお怒りを受けたっていうことで、私自身じゃないけ

どその受けた人から私も厳しく言われました。

博物館の職員にも聞きました。ここで、島外の人が島内の人よりも高いということで何かク

レームありませんかって。ありますよと。ぜひここに書いてありますように、せっかく来ていた

だいた人に、もてなしの精神で接していかなくちゃいけないのに、値段に差があるということは、

これは即改めてほしいです。早い機会に。

ですから、もうお答えはちょっと時間もありませんので、次に非常に難しい問題が４番に控え

ておりますので、端的に結構です。いついつくらいまでには変えたい、いや変えない、これだけ

で結構ですからひとつ答弁をお願いします。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） １番、久保田議員にお答えをいたします。

久保田議員の今のお話よくお伺いをいたしました。また、これまで多くの方々の島外から誘客

をしていただいておるお話も伺っております。博物館の入館料を同額にすべきだという御意見で

ございます。

この入館料につきましては、市の規則で指定管理者の提案を受けて市が承認をするということ

とされております。入館料について島内・島外を差別せず同額にすべきとの御意見でございます

けれども、市費を投入して整備した市民の財産である博物館という考えで、島内の小中高生を無

料とし、一般を３００円といたしております。島外と比べて１００円安い料金設定をいたしてお

ります。また、島民の方々に特別に何度でも足を運んでいただこうと年間パスポートを１,０００円

で用意をいたしておるところでございます。

博物館の成功は市民の方に愛され、支持されることが基本だと考えております。この点につき

ましては、御理解をお願いをしたいと思っております。入館料に差をつけておる施設といたしま

しては、県内で長崎歴史文化博物館、長崎県美術館等々がございます。

島外の皆様から１００円多く料金をいただいているということにつきましては、指定管理者の
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利用料金事業の中で、さらなるリピーター確保策あるいはさらなる情報発信・広報ＰＲ事業とい

ったものに還元をされております。島外の皆様にも喜んでいただき、壱岐を好きになっていただ

けるような、その後の博物館事業、博物館の展示事業、また博物館のＰＲ事業等でございますが、

それに役立てられているものと考えております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） それもう短く私なりにあれすると、もういろんな取り決めがある

から変えないということですよね。でも、逆にそういう事情は博物館とかいろいろもう１回変更

すればいいじゃないですか、何でも。

そのとき、島民に申しわけないけどこういうふうに島外の人からの苦情があったと、だから統

一しますよと、小学生は無料はそのままで。一般の人たちは島外と一緒にしますって、そういう

ふうにすりゃいいじゃないですか。そういう流れでもっていこうということは考えられませんか。

いいです。多分考えられないということで判断します。

本来は、そういうふうにすべきだと思うんですよ。だから、今すぐって言って、私が今すぐっ

て言ってあしたってことはあり得ないじゃないですか、それは。だから、それは来年に向けてと

か、そういう答えが出ないんであればもう、私はまた教育長がそこでいろいろお話をされるのを

聞いても意味ないですからね。

市長、どう思われます。もうそれはこのまま、短く、済みませんね。お願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） この問題は、教育長に指示がありましたから教育長に答えさせましたけ

ど、本来市のほうで答えるべき問題でございました。

先ほど教育長申しますように、市費を投入しているということもございます。それで市民には

優遇しているということ。

それから、先ほど申しました類似の、類似と申しますかそういう例は、ほとんどがそういう例

になっているということでございます。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） ですからね、例えば長崎がどうであろうが、ほかのとこがどうで

あろうが、わざわざ海を渡ってこられたお客さんに対して、そういう説明が私はできないですね、

はっきり言って。市長がそういうお考えなら、もうそれはそれで結構です。

次に、４番ですね。建国記念の日、学校の取り組みはということでここで書いております。も
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う書いてありますからね、余計なつけ足しはしません。ぜひ、終戦記念日とか原爆の日とか反戦

平和とかはそういうことは結構義務教育でも取り組んでいると思うんですけど、せっかく祝日で

あって、建国記念の日というのを考える取り組みは、私は必要ではないかと思います。

対馬が何か、朝鮮のもの、韓国のものだと言われている時代に、その次は壱岐は国境の島です

よね。ですから、こういう取り組みを学校で、こういう取り組みがされている、いない、それと

市としてはこういう取り組みがされている、あるいはされていない、今後はどういうふうにして

いきたいという、その答弁をまずはこの順番で市長からお願いします。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） 建国記念日の取り組みということでございますけれども、現在市といた

しましては、建国記念の日に特別な行事や取り組みなどを行っておりません。建国記念の日の趣

旨については、議員御承知のとおり、お話のとおり、建国をしのび、国を愛する心を養うであり

ます。こうした国を愛する心を養うということは、国への思いが希薄化していると言われる現代

社会において、子供たちの情操教育の観点からも大変重要であると認識しております。壱岐市内

において、それぞれの団体等によって行われておりますのは、防衛協会主催によります建国記念

の日の行事がございます。私は、市が行事等を行うのではなく、市民皆さんみずからこの建国記

念の日に、例えば、ただいま申し上げましたように、各種行事等に参加をされたり、また、休日

でありますので、御家庭、御家族団らんの中で、この日本について話し合ったり、日本の歴史や

平和について考えたり、そして郷土、壱岐の将来について話し合われたりとか、そういったこと

が大事ではないかと考えております。こうしたことから、市といたしましては、今後も建国記念

の日に特別な行事等を開催することは考えておりませんけれども、やはりみずからが建国記念の

日には国旗を自宅に掲揚するとか、そういったことは、やはりしっかりと考えていきたいと思っ

ております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 記念日の小中学校における取り扱いといたしましては、数ある国民の

祝日の中の一つということで、建国をしのび、国を愛する心を養う意味で制定された日であるこ

とを、子供の発達段階に合わせて、休みに入る前に事前指導を行っております。具体的には、自

分の郷土、壱岐や国の歴史、伝統文化に目を向け、理解するとともに、そのすぐれた点を受け継

ぐことができるような思いが持てるように指導をいたしております。伝統と文化を尊重し、それ

らをはぐくんできた我が国と郷土壱岐を愛し、公共の精神を尊び、他国を尊重し、国際社会の平
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和と発展や環境の保全に貢献する主体性のある日本人を育成するという、ちょっと難しい題目を

設けておりますけれども、まず、壱岐、郷土を愛するということで、教育を行っておる次第でご

ざいます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） それは、小学校も中学校もそのような教育というか、休みの前に

お知らせかなんかをされてるという判断でいいですね。私、結構、子供との接する機会がありま

すんで、それは子供にどれだけ植えつけられているか、私なりに調査をしたいと思います。

やはり、そのくらいで私はそんなにいい教育、教育っておかしいんですけど、そういうことに

は余り国までは考えないと思うんです、子供たちは。ですから、小学校、中学校のうちに、わか

りやすく、例えば、サッカーで、アジアカップで日本が勝ちました。韓国といつもライバルにな

りますよね。そういう話題に子供たちが飛びつきやすいような話題にして、そこから一つの国、

世界に対する国であるとか、あるいはもうちょっと中学校ぐらいになると、青年海外協力隊って

いうものがあるんだよと、こういうところで自分の特技とか、そういうものを後進国に指導に行

って、そこで日の丸を、日本を知らせてるんだよとかなんか、具体的にそういうものをぜひ取り

入れて、私はもらえればなと思っているわけですよ。特に今、国際社会がどうのとか、国際人を

とか、教育関係では、もうすごい立派なあれがあるわけですよ。それのわりには、非常に国とい

うものを子供たちに植えつけてないような気がしております。

私も残念ながら、壱岐、こういう立場になってから、そういう行事に、いろんな行事に呼ばれ

るんですけど、さっき市長がおっしゃったように、建国記念の日には壱岐神社に呼ばれます。や

はり、いろんなところから呼ばれて、いろんな行事があって、自分で選択していかないかんよう

なことだったら、みんながやはり建国記念の日を考えてるんだなと思うんですけど、１カ所しか

ないから、それは１カ所に行ってるわけです。やはり、それで自分を見つめ直したときに、やは

り自分自身もそうだなっていう思いもあったわけです。それは、今パソコンでいろんな文章を打

つときはカットが出てきますけど、私は昔カット集というものを、昔ながらの、わかります、カ

ット集、いろんな行事の、それを見て、２月は建国記念日だなと。ないんですよ、カットが。バ

レンタインデーとか、あれと思って、今、カット集の中から日の丸を探すのさえ困難ですから、

これでいいのだろうかと思って、自分自身も気づかされて、壱岐のそういう内容を、建国記念の

日の取り組みも考えてみて、そして、やはりこういうことも、今だからこそ、先ほど言いました

ように、尖閣列島とか、捕鯨問題とか、これは海上保安庁のああいうものが出てる今こそ、やは

りもう一回、義務教育の間に、私たちも含めて、義務教育の子供たちにこそ、そういう土壌とい

うか、愛国心というか、何か愛国心というと、すぐ右翼だとか、思われがちですけど、日本があ
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って、国があって、郷里があるわけですから、そういう取り組みを、教育長の指導のもとに、ぜ

ひもっと、今私が大して参考にもならないような、お伝え方法を言いましたので、ぜひ教育関係

者のほうに、その旨を伝えてもらえませんか。もうちょっとやり方も変えたらどうですかって、

ある私から言われたと。来年、ひょとしたら、私が忘れてなかったら、チェックされるかもしれ

ないよということで、とにかくもう一回、義務教育のほうに教育長から何かの適切な指示を私は

いただきたいと思うんですけど、よろしいでしょうか。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） まず、小中学校現場でどのようなことをやっているか、具体的なこと

をまず私、調査をしたいと思います。余りにも漠然的なことを言っておりましたので、壱岐郷土

を愛するとか、それをもう少し具体的な取り組み方を調査をさせていただきます。

また、各学校の教科で、それぞれ国というものが出てくる教科、当然これございます。社会科

とか美術とか、そういうところでの国ということを意識する事業は可能であると思っております。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） 今の、本来ですとこれで終わる予定だったんですけど、じゃ、調

査を詳しくはされなかったんですか。さっき、先ほど私は、そういうことをここでうたってるわ

けです。義務教育の市内の小学校でどのような取り組みをされているのかと。されてなければ、

今後はどういうふうにって、先ほどのは何か授業の何か前日にやっているようですから、私は各

学校がその取り組みをしていると思ってたわけです。でも、今の教育長のお答えでは、何かよく

まだ調べてなかったからみたいなこと言われたんで、それはちょっと納得できないですね。

○議長（牧永 護君） 須藤教育長。

〔教育長（須藤 正人君） 登壇〕

○教育長（須藤 正人君） 申しわけございません。各小中学校、それぞれの特色を活かしてやっ

ております。例えば、箱崎中学校では、小山弥兵衛の話を前面に持ち出してきての教育とか、そ

ういうものもございます。ですから、私がもう少し具体的と申し上げましたのは、議員がスポー

ツ行事における国の認識とか、そういう例を挙げられましたので、そこら辺のことをもう一度調

べてみようと思った次第でございます。

〔教育長（須藤 正人君） 降壇〕

○議長（牧永 護君） 久保田恒憲議員。

○議員（１番 久保田恒憲君） いや、スポーツ行事は例えばの話なんです。話しかされてないの

で、各学校、だから、最初から箱崎学校ではこういうことを、多分毎年やっているわけじゃない
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と思いますから、同じことを、でしょう。今、思いつきちゅうか、どっかでぱっと言われたか、

よくわかりませんけど、各学校はどんなことをやっているかと、一覧表ぐらいが出すぐらいの調

査をしないと、ここで一生懸命ない知恵を絞って書いた意味ないじゃないですか。

とにかく、もう時間もないので、私がこの四つ全部トータルして言いたいことは、やはり一つ

の現象があったら、それをもう一歩、優秀な職員さんもいらっしゃるわけですから、そこでぽん

ぽんじゃなくて、これはだめ、これは何とかじゃなくて、やはりもう一歩そこで考えて、金をす

ぐ、よし投資だって、買おうじゃなくて、さっき市長が言われたように、お金を出さないで、い

かにいい生産的なことができるかというのをぜひ考えてもらいたいと。今日の私のこの一般質問

に対する答弁の中で、私はそれは感じませんでしたから、ぜひ次は、もうまいったというぐらい

に、皆さん方が考えていただいて、答弁をいただけることを期待いたしまして、私の一般質問を

終わりたいと思いますが、最後に、市長の、私の今の生意気な意見を聞かれて、どのように感じ

られたか、お答えをお聞きして終わりたいと思います。

○議長（牧永 護君） 白川市長。

〔市長（白川 博一君） 登壇〕

○市長（白川 博一君） おっしゃるように、できるところは、できるものは、そういうふうな考

え方を一歩進めていきたいと思っておりますけれども、やはり財政的とか、そういうことを考え

ますと、おのずとお答えに限界があるということを御理解いただきたいと思っております。でも、

気持ちとしては、いつも前を向いていきたいと思っております。

〔市長（白川 博一君） 降壇〕

〔久保田恒憲議員 一般質問席 降壇〕

────────────・────・────────────

○議長（牧永 護君） 以上をもって本日の日程は終了いたしました。

これで散会いたします。お疲れさんでした。

午後４時25分散会

──────────────────────────────


